
 
 
 
 

平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
事 務 局 長 
 
 
会     長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事 務 局 長 
 
事 務 局 長 
会     長 
事 務 局 長 

 定刻になりましたので、ただ今から第１２回上五島地域５町合併協議

会を開催いたします。 
開会にあたりまして、西村会長がご挨拶申し上げます。 
 皆さんこんにちは。 
 新緑の目に映る、たいへんすがすがしい季節になりました。今日はあ

いにくの雨模様の天気になりましたが、皆さん方にはたいへんお元気で、

今日の協議会に全員ご出席を賜わりましたことを、心から厚くお礼申し

上げます。 
 本日ご協議をいただく事項につきましては、新規の協議事項といたし

まして、「特別職の職員の身分の取扱い」、「各種福祉制度の取扱い（その

１）」、「健康推進事業の取扱い」の３件と、前回からの継続協議となって

おります、「財産及び債務の取扱い」、「新町の事務所の位置」など５件と

なっております。皆様方には、どうか闊達なご意見を賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 
 ここで私たちにとりまして、たいへん悲しい出来事がございました。

それはもう、既に皆さん方ご存知のとおり、有川の中山町長さんが、昨

年暮れから体調を崩しまして、入院加療中であったのですが、去る２０

日にお亡くなりになりました。私どもにとりましては、高邁なる識見と、

たいへん豊かな行政経験をお持ちの中山町長さんに対しまして、これか

らの合併協議のいろいろな分野でご指導、また、時に応じて調定等など

の機能を十分に発揮していただくことを願っていたのですが、残念にも

合併の実現を見ることなくして、お亡くなりになったということは、本

当に返す返すも私どもにとりまして、たいへん残念でございます。また

中山町長さんご自身にとりましても、この合併の実現を見ずして、お亡

くなりになられたことは、本当にそれこそ、残念無念であったろうなと

思うわけでございます。そこで皆さんと共に、中山町長さんのご冥福を、

心からお祈り申し上げたいと思います。なお、この席で皆さん方のご了

解をいただきまして、１分間の黙祷を捧げたいと思いますので、ご起立

をお願いいたします。 
 黙祷。  
（黙祷） 
 黙祷、お直り下さい。 
どうもありがとうございました。 
協議に入ります前に、前回協議会から本日までの幹事会、専門部会の

取り組み状況についてご報告させていただきます。 
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平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市川 誠 委員 
議     長 
市川 誠 委員 
 
 
 
 
 
議     長 
津田祐一 委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議     長 

Ａ４版の別紙資料をご覧下さい。  
３月２６日、専門部会の企画部会を開催。新町建設計画の策定に係る

事業の検討と、今後の作業の進め方について協議を行っています。 
 ４月８日、同じく企画部会を開催。５町における主要事業の内容確認

作業と、今後のスケジュールについて協議を行っております。 
 ４月１７日、専門部会長会議を開催。新町建設計画における広域事業、

主要事業の検討を行っております。 
 ４月４日、５日の両日、幹事会を開催。「特別職の職員の身分の取扱い」、

「各種福祉制度の取扱い（その１）」、「健康推進事業の取扱い」の３項目

について協議を行っております。以上でございます。 
それでは、第１２回協議に入らせていただきます。会長に議事進行を

お願いいたします。 
はい。 
はい。どうぞ。 
開会に入る前に、時間をいただいてありがとうございます。 
実は前回の協議会の中で、議事録が作成されて、議事録をいただいた

んですけど、その中に、私の議会人としての先輩でも、大先輩でもあら

れる津田委員さんの意見の中で、意見は意見として尊重はするんですけ

ど、語句の中に、一部不適切な部分があったんではないかなと感じるも

んですから、その辺の訂正等お願い申し上げます。 
津田委員さん何かございますか。 
皆さんに、たいへんご迷惑をお掛けしたわけでございますけれども、

私といたしましては、熱心な論議といいましょうか、熱意のあまり、言

葉の字句の中でですね、「難癖」という不適切な言葉を使いました。これ

につきましては、私も不適切な言葉であったと認めてですね、お断りを

したいと思います。ま、議論は議論としてですね、それは不適切であっ

たと、ここで認めたいと思います。 
それから松岡委員さんから、「いちゃもんを付けているのはあんたじゃ

ないか。」というような発言がございましたけれども、私はそういう気持

ちは毛頭ございません。やはり、上五島の合併に向けて、一歩でも前に

進みたいという熱意から、そういった議論の中での言葉の引用を過った

と、そういうようなことが一部ございましたので、今後ともそういうこ

とには十分気をつけながら、やって行きたいと思っておりますので、こ

のことについては、議論は議論、修正は修正として認めたいと思います。 
市川委員さん、よろしいでしょうか。 
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発  言  者 発   言   の   要   旨 
市川 誠 委員 
議     長 
 
 
 
 
 
 
 
 
宮田恒雄 委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議     長 
 
 
 
事 務 局 長 
 
 
 
 
 
 
議     長 
倉富義治 委員 
 
 

はい。  
はい。私の方からもお願いしておきたいと思います。今、お二人の方

からご意見がございましたように、時に応じて熱心なあまり、言動に不

適切な発言等があるやも知れません。このことにつきましては、私ども

お互いに信頼関係の上で、この合併実現に向けて協議を進めているはず

でございますので、そういった信頼関係をこれからも築いていく上には、

どうしてもそういったことが、お互いに発言については、十分な配慮を

しながらやっていく気持ちが大事であろうと思いますので、どうか皆さ

ん方には、発言にはくれぐれも、ご注意をお願いしておきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 
ただ今の市川委員のご発言。これを受けまして津田委員の答弁、会長の

ご注意。私は理解をいたすものでございますけれども、この協議会におい

て、丁々発止して真剣に討議をする中でね、そういう言葉の端々まで取っ

て、そして暴言とまではいいませんけれども、品位を傷つけることとか、

そういうのは解釈が違うと思うんですよね。だから我々発言者も、十分注

意をしなければならないと思います。でも、いちいちその言葉尻を取って、

ああでもない、こうでもないということをですね、この会議が終わった後

にですね、出てくるとすれば、私はいかがなものかなと。その問題につい

ては、この協議会においてですね、決着を付けるべき問題であると思いま

すので、一言、御提言させていただきます。 
 それでは、本題に入りたいと思います。私の方で議事を進めさせていた

だきます。はじめに新規の協議事項の審議をいたすことにしております。

まず、報告第６号「委員の変更について」、この件について事務局に説明

させます。 
 報告第６号「委員の変更について」ご説明いたします。 
 ４月１日付けの人事異動によりまして、浦稔美五島支庁長さんが転任な

されまして、倉富義治五島支庁長さんが着任いたしております。 
また、若松町の道下議長さんの辞職に伴い、４月１０日、新しい議長さ

んに、森勝弘さんが就任しております。そのようなことで委員の変更をい

たしております。 
 以上で報告第６号「委員の変更について」ご説明を終わります。 
 倉富委員さんをご紹介いたします。 
 この度の人事異動で、五島支庁長として赴任いたしました、倉富と申し

ます。五島地区の発展のため一所懸命努力するつもりですので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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発  言  者 発   言   の   要   旨 
議     長

森 勝弘 委員 
 
議     長 
 
事 務 局 長 

次に森委員さんをご紹介いたします。 
３月３１日付けを持ちまして、前道下議長が議長辞職をいたしました。

その後に私、森勝弘と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
 次に、協議第３３号「特別職の職員の身分の取扱い」について、協議

を行います。この件について、事務局に説明させます。 
協議第３３号「特別職の職員の身分の取扱い」について、ご説明いた

します。 

 ４ページをお開き下さい。 

 合併いたしますと５町がなくなるため、５町の町長は身分を失うこと

になり、合併後５０日以内に行われる選挙により、新しい町長が選出さ

れることになります。 

 助役、収入役につきましても、町長と同様に身分を失うことになり、

新しい町長が、新町の議会の同意を得て選任することになります。 

 なお、新しい町長が選挙されるまでの期間は、地方自治法施行令第１

条の２の規定によりまして、５町の町長のうちから、その協議により決

定されます町長職務執行者が、その職務を行うこととなります。 

 町４役につきましての調整内容といたしまして、「新町の職務執行者に

ついては、５町の長が別に協議して定める。任期等は、法令の定めると

ころによる。給料の額は、現行の給料をもとに、合併までに調整する。」

といたしております。 

町議会議員につきまして、任期は在任特例ということでご確認いただ

いたところです。調整内容といたしまして、「報酬の額は、現行の報酬を

もとに、合併までに調整する。」といたしております。 

行政委員会関係といたしまして、地方公共団体の行政機関のうち、一

般行政権からある程度独立して、一部の行政権を担当する教育委員会、

選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員がそれぞれ各町に

置かれています。 

 行政委員会の委員の身分については、町長、助役、収入役と同様でご

ざいますが、教育委員会の最初の委員、そして議会で選出されるまでの

間の選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会の委員の選任は、町長の

就任を待たずに合併時に、次のような特別選任の手続きを必要とします。

ただし、監査委員については、新しい町の町長の就任を待って選任する

ことが適当とされています。 

まず、教育委員会の最初の委員でございますが、５町の教育委員の中

から５人を臨時に新町の委員として、町長職務執行者が選任いたします。 
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発  言  者 発   言   の   要   旨 
  教育長は、この５人の互選により定めたものとなります。 

教育委員の任期といたしましては、合併後の町長の選挙後、最初に招

集される議会の末日まででございます。 

 次に、選挙管理委員会委員でございますが、５町の選挙管理委員会委

員であった者の互選により、４人が臨時に選挙管理委員の職を行うこと

と定められています。 

 任期は、議会において選挙されるまでの間ということになっておりま

す。 

 固定資産評価審査委員につきましては、町長が選挙されるまでの間、

町長職務執行者は、５町の固定資産評価審査委員のうちから選任した者

を持って、委員に充てることができます。 

以上が、行政委員会関係の委員の選任についてでございます。 

 教育委員会委員等の、行政委員関係についての調整内容といたしまし

て、「任期等は、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行の報酬を

もとに、合併までに調整する。」といたしております。        

農業委員会委員につきましては、今後、専門部会等で協議されまして、

本協議会に提案されます。また、消防団につきましても、第１０回協議

会において、ご確認をいただいているところでございます。 

５ページをお開き下さい。 

５ページから７ページに５町の条例、規則等により設けられた委員及

び委員会の構成員の職で、臨時、または非常勤のものについてあげてお

ります。これらの各種審議会委員等の身分の取扱いについては、町長等

の場合と同様で、委員の身分は失われ、新しい町長が任命することにな

ります。調整内容といたしまして、「新町において引き続き設置する必要

のあるものは、合併までに調整する。」といたしております。 

 ８ページをお開き下さい。 

 ５町の駐在員、区長の平成１２年度報酬の実績額等についてあげてお

ります。行政区の所管区域等については「現行どおりとする。」と、第５

回協議会におきまして、ご確認いただいたところです。今回、駐在員、

区長の報酬についてあげております。算出方法、報酬額に５町相違がご

ざいます。調整内容といたしまして、「合併までに調整する。ただし、平

成１６年度の報酬額については、それぞれ旧町の例による。」といたして

おります。 

 なお、参考資料といたしまして、町長職務執行者の選任、町長以外の

行政委員会等の特別選任手続等について、記載したものをお配りいたし 
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平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
 
 
 
議     長 
 
川崎喜則 委員 
 
 
 
 
山 下 幹 事 長 
 
 
川崎喜則 委員 
 
 
 
 
 
議     長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事 務 局 長 

ております。 

以上で、協議第３３号「特別職の職員の身分の取扱い」についての説

明を終わります。 

 ただ今説明をいたしました、協議第３３号「特別職の職員の身分の取

扱い」について、何かご意見、ご質問ございませんか。 

 新魚目町の川崎ですが、ただ今特別職のことで議案が出ておりますが、

３役、それに教育長、議員の報酬については、現行の給料、報酬を基に

合併とともに調整するとなっておりますが、この調整については、幹事

会が案を出して、現行の町長とか、議員さんたちによって調整するわけ

ですか。 
 幹事長の上五島町助役の山下でございます。お答えいたします。ただ

今の件につきましては、そこまで踏み込んだ議論、調整はされておりま

せん。以上でございます。 
 長崎県では対馬に次いで、おそらく上五島５ヶ町が２番目になろうか

と思います。それで、ほとんどの合併は市になって、３万人以下の町村

は、この上五島５ヶ町だけになろうかと思います。それでおそらく給料、

報酬につきましても、市と町は格段の差が出てくるかと思います。それ

で、これからの調整につきましては、現在の不況、財政の基盤等考えま

して、調整についてはよろしくお願いして、私の質問を終わります。 
 ただ今の件につきましては、各町の現在の議員さん方の報酬は、それ

ぞれの町における報酬審議会等において、決定された額であろうと思い

ます。多少５ヶ町の中には高低差があるようでございますが、それをど

のようなかたちで、今後、調整していくかということになるわけでござ

いますので、ただ今のご意見の趣旨に沿ったかたちで、調整ができるの

かどうかわかりませんけれども、住民からの批判を受けないようなかた

ちで、調整すべきであると思っておりますので、そういうことでご理解

をいただきたいと思います。 
 他にご質問ありませんか。 
 他にご質問もないようですので、協議第３３号「特別職の職員の身分

の取扱い」につきましては、次回の協議会で再度協議を行い、協議が整

えばそこで決定したいと考えております。 
次に、協議第３４号「各種福祉制度の取扱い（その１）」について、協

議を行います。この件について事務局に説明をさせます。 
協議第３４号「各種福祉制度の取扱い(その１)」についてご説明いた

します。 
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発  言  者 発   言   の   要   旨 
 
 
 
 

 １１ページをお開き下さい。 

 民生委員法第８条により、５町とも民生委員推薦会を設置しておりま

す。委員定数に違いがありますが、設置目的が同じであり、調整内容と

いたしまして、民生委員推薦会は、「新町において設置する。」といたし

ております。 

高齢者サービス調整チームにつきましては、介護保険制度が導入され

たことで、制度としては残っておりますが、委員が委嘱されていない町

もございます。そのようなことから、地域ケア会議の中に取りまとめて

いく方向で、調整内容といたしまして、高齢者サービス調整チームは、

「地域ケア会議として新町において設置する。」といたしております。 

上五島町と新魚目町にございます、福祉対策推進協議会、福祉のまち

づくり推進懇話会につきましては、調整内容といたしまして、「一本化す

ることとし、合併までに調整する。」としております。 

１２ページをお開き下さい。                   

在宅介護支援センター運営協議会の設置状況をあげております。５町

とも設置目的が同じであり、調整内容といたしまして「新町において設

置する。」としています。 

１３ページをお開き下さい。 

 障害者基本法第７条の２第３項では、市町村は、当該市町村における

障害者に関する基本的な計画を、策定するよう務めなければならないと

規定されております。５町とも、障害者計画、障害者プランを作成して

おります。調整内容といたしまして、障害者に関する計画は「新町にお

いて新たに作成する。」といたしております。 

 身体障害者福祉法第１９条によるところの更生医療給付につきまして

は、「５町相違ないため現行どおりとする。」 

心身障害者福祉医療費助成については、「５町相違ないため現行どおり

とする。」といたしております。 

１４ページをお開き下さい。 

身体障害者、知的障害者が社会復帰し自活できるように、施設入所や

通所訓練のための、心身障害者援護施設措置事業は、「５町相違ないため

現行どおりとする。ただし、知的障害者授産施設の設置については新町

において検討する。」としております。 

国、県の補助事業であり、小規模作業所として設置されています、新

魚目町と有川町の「ひだまり作業所」、「福祉ほたる作業所」については、

「現行どおり新町に引き継ぐ。」としております。 
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平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
 身体障害者福祉法第１８条第２項によるところの、重度身体障害者日

常生活用具給付事業につきましては、「５町相違ないため現行どおりとす

る。」としております。 

１５ページをお開き下さい。 

 身体障害児等日常生活用具給付事業、身体障害者(児)補装具交付事業

につきましても「５町相違ないため現行どおりとする。」といたしており

ます。 

若松町、有川町、奈良尾町に、町内居住の心身障害者や心身障害児に

対して見舞金を支給し、福祉の増進を図る事を目的に心身障害者(児)見

舞金支給事業がございます。支給用件、支給額に違いがあり、調整内容

といたしまして、「合併までに調整する。」といたしております。   

１６ページをお開き下さい。 

 若松町に、重度心身障害者福祉タクシー助成事業があります。県にも

ございまして、調整内容といたしまして、「県の要綱を基本にし合併まで

に調整する。」としております。 

若松町、新魚目町に知的障害者(児)交通費助成事業が、有川町に心身

障害者(児)介護者等交通費助成制度があります、助成の対象が、知的障

害者だけでなく、身体障害者まで含まれております有川町との調整が必

要でございます。調整内容といたしまして、「合併までに調整する。」と

いたしております。 

 １７ページをお開き下さい。 

 町内居住の直腸・膀胱機能障害者のストマ用装具の自己負担を一部補

助する、ストマ用装具助成事業につきましては、「５町相違ないため現行

どおりとする。」としております。 

 若松町、新魚目町、奈良尾町に高齢者・障害者住宅改造助成事業がご

ざいます。対象者や助成内容に違いがございます。調整内容といたしま

して、助成内容が高い「若松町、奈良尾町の例を基本に合併までに調整

する。」といたしております。 

１８ページをお開き下さい。 

 福祉電話基本料支給事業につきましては、「有川町の例による。」とし

ております。 

 ホームヘルパー派遣事業が、若松町、上五島町、新魚目町、奈良尾町

にございます。調整内容といたしまして、派遣対象を広くしております

「若松町の例を基本に合併までに調整する。」としております。 

１９ページをお開き下さい。 
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平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
  若松町に３、上五島町に７、新魚目町に２、有川町に２、奈良尾町に

１、合計１５の保育所が設置されております。休所中の所もございます

が、調整内容といたしまして、「現行どおり新町に引き継ぐ。統廃合、民

間委託については、必要に応じて検討する。」としております。 
保育時間につきましては、「保育所、へき地保育所ともに合併までに調

整する。」 

保育料につきましては、「合併後速やかに調整する。ただし、合併初年

度は、旧町の例による。」といたしております。各保育所の入所定員は、

「現行どおりとする。」としております。 

２０ページをお開き下さい。 

 保育所の入所資格については、正規保育所と、へき地保育所がありま

す、「上五島町、有川町の例による。」としております。 

保育所の通園補助事業の制度が、若松町、奈良尾町にございます。５

町に対象者を広げると多額の補助となり、また、補助区間や、補助に至

った経緯など十分、検討する必要があり、調整内容といたしまして、「合

併までに調整する。」としております。 

 民間保育所運営補助事業制度といたしまして、若松町、上五島町、有

川町は一般の補助金交付要綱の中で運営費補助を、新魚目町、奈良尾町

は交付要綱に準じて、それぞれ補助をいたしております。各町補助額等

に違いがあり、調整内容といたしまして、「合併までに調整する。」とい

たしております。 

 ２１ページをお開き下さい。 

 国の児童手当法によるところの児童手当関係と、県の福祉医療費補助

金交付要綱によります福祉医療費についてあげております。調整内容と

いたしまして、「５町相違ないため現行どおりとする。」としております。 

 ２２ページをお開き下さい。 

５町における新生児記念品支給事業、出生祝金、結婚祝金制度の状況

についてあげております。対象者、支給額に違いがあり、調整内容とい

たしまして、「合併までに調整する。」といたしております。 

 ２３ページをお開き下さい。 

 チャイルドシート購入補助事業につきましては、有川町、奈良尾町で

実施しております。「合併までに調整する。」としております。ベビーシ

ート貸出事業、子育て支援短期利用事業につきましては、「有川町の例に

よる。」といたしております。 

２４ページには、資料といたしまして、５町の身体障害者手帳、療育 
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平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議     長 
 
 
 
 
 
 
事 務 局 長 

手帳の所持者の状況、保育所の設置状況についてあげております。 

各項目ごとの調整の具体的内容についての説明を終わります。 

１０ページにお戻り下さい。 

ただ今、ご説明いたしました総括的な調整内容といたしまして、「各種

福祉制度を推進する委員会、協議会は、各種制度に従い新町において設

置する。ただし、統一できるものは合併までに調整する。障害者(児)福

祉事業、児童福祉事業は、国等の制度に基づいて実施しているものは引

き続き推進し、各町単独事業は、従来の実績を尊重し、上五島地域の均

衡が保たれ、制度の趣旨、目的が効果的に機能するよう調整をするもの

とする。なお、各種制度等の具体的調整内容は、別紙のとおりとする。」

といたしております。 

 以上で、協議第３４号「各種福祉制度の取扱い(その１)」についての

説明を終わります。 

ただ今説明をいたしました、協議第３４号「各種福祉制度の取扱い(そ

の１)」について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

ご質問がないようでしたら、ご質問を打ち切りまして、この協議第

３４号「各種福祉制度の取扱い(その１)」につきましては、次回の協議

会で再度協議を行い、協議が整えばそこで決定したいと考えております。 
次に、協議第３５号「健康推進事業の取扱い」について、事務局に説

明をさせます。 

協議第３５号「健康推進事業の取扱い」について、ご説明いたします。 

２６ページをお開き下さい。 

２６ページから２７ページに、各町の各種委員や協議会の設置状況を

あげております。各町、要綱等を定め、町民の健康づくりの推進を図る

ことを目的に設置しております。設置状況を見ますと、有川町、若松町、

新魚目町は、協議会等の設置がなされていないのがございます。 

また、委員数や報酬等に５町違いがあり、調整内容といたしまして、

「上五島町、奈良尾町の例を基本に、合併までに調整する。」といたして

おります。 

２８ページをお開き下さい。 

２８ページから３０ページの老人保健事業につきましては、補助事業

でありまして、各町、町内居住の４０歳以上の者に対し、健康手帳の交

付、健康教育、健康相談、健康診査を、２９ページをお開き下さい。乳

ガン検診や肺ガン検診等について、３０ページをお開きください。人間

ドック事業、機能訓練、訪問指導の実施をしております。基本検診の委 
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平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
 託医療機関、基本額、個人負担額などに５町間に相違があります。 

調整内容といたしまして、「関係機関と協議のうえ、合併後すみやかに

調整する。ただし、合併初年度は旧町の例による。」といたしております。 

３０ページをお開き下さい。 

 母子保健事業につきましては、母子保健法に、国・地方公共団体は、

母性及び乳幼児の健康の保持増進に努めるべき責務を有すると規定され

ており、この責務に基づいて、妊産婦、乳幼児に対する健康診査、訪問

指導、相談事業、母子栄養強化食品交付事業を実施いたしております。

５町の各種健康診査事業で、対象年齢、実施回数などに違いがあり、ま

た、関係医療機関との調整も必要でございます。奈良尾町におきまして

は、少子化対策事業といたしまして、妊婦の検診受診の交通費の助成事

業をおこなっております。 

 調整内容といたしまして、「関係機関と協議のうえ、合併後すみやかに

調整する。ただし、合併初年度は、旧町の例による。妊婦健診受診交通

費助成事業は、奈良尾町の例により合併までに調整する。」としておりま

す。 

３１ページの予防事業につきましては、５町とも予防接種及び結核検

診を実施いたしており、調整内容といたしまして、「現行どおり新町にお

いて実施する。」といたしております。 

３２ページをお開き下さい。 

 地域の婦人会、老人会、子ども会などへ食生活の改善を通して、健康

づくり推進を図る、食生活改善事業につきましては、その事業内容、運

営等に若干の違いがあります、調整内容といたしまして、「新町において

も実施する。組織等については、新魚目町、奈良尾町の例を基本に合併

までに調整する。」としております。 

その他の推進事業といたしまして、上五島町の健康づくりモデル地区

指定事業、３３ページをお開き下さい。新魚目町の健康づくり支援物品

支給。各町で実施しております、献血事業、健康ウォーク、健康祭りな

どの健康推進行事につきましては、「新町に引き継ぎ必要に応じ調整す

る。」といたしております。 

３４ページをお開き下さい。 

 新魚目町と奈良尾町の保養センターにつきましては、調整内容といた

しまして、「現行どおり新町に引き継ぎ、名称、使用料等は合併までに調

整する。」としております。以上で、協議第３５号「健康推進事業の取扱

い」についての説明を終わります。 
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平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
議     長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事 務 局 長 

ただ今説明をいたしました、協議第３５号「健康推進事業の取扱い」

について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

ご質問もないようですので、協議第３５号「健康推進事業の取扱い」

につきましては、次回の協議会で再度協議を行い、協議が整えばそこで

決定したいと考えております。 
次に継続協議事項について、協議を行います。 
前回からの継続協議ですが、協議第２９号「財産及び債務の取扱い」

について協議を行います。前回提案申し上げておりますので、今回実質

的な協議に入るものでございます。前回、事務局の方からご説明申し上

げたところですが、確認の上から再度、説明させたいと存じます。 

協議第２９号「財産及び債務の取扱い」について、ご説明いたします。 

 ３６ページをお開き下さい。 

 市町村合併の場合の財産の取扱いについては、地方自治法第７条第４項

に「財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。」

と規定されております。 

  また、財産の定義といたしまして、同法第２３７条に「財産とは、公

有財産、物品及び債権並びに基金をいう。」と規定されております。 

 公有財産の範囲及び分類につきましては 前回、ご説明いたしており

ますので、省略させていただきます。       

３７ページから３９ページに各町の公有財産のうち行政財産の所有状

況についてあげております。役場本庁舎から、その他の土地の面積及び

建物の延べ面積でございまして、 町合計で、土地が１２６万７，０７０

㎡、建物が２１万５，７６０㎡となっております。５４ページから５６

ページに、各町の行政財産の明細をあげております。 

 ４０ページにお戻り下さい。 

４０ページから４２ページには、各町の公有財産のうち普通財産の所

有状況についてあげております。 

普通財産は５町合計で、土地が４，３１０万６，０８３㎡、建物が

２万１，６２５㎡となっております。また、山林は所有、分収合わせて

５町合計３，７８４万１，４１４㎡となっております。５７ページから

５９ページに、各町の普通財産の明細をあげております。 

４３ページでは、動産として若松町が浮桟橋を１４個所有しておりま

す。 

４５ページには、奈良尾町の温泉権といたしまして、泉源の土地の

４３．４８㎡をあげております。 
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平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
 ４３ページから４５ページの下の欄、各町の有価証券についてあげて

おります。各町とも福江空港ターミナルビル(株)、上五島空港ターミナ

ルビル(株)、長崎航空(株)等で、現在のオリエンタル・エアブリッジ(株)

ですが、５町合計で２，２０５万６千円の有価証券を所有しております。 

 ４６ページは、出資金の状況で長崎県土地開発公社などへ５町で、５

億５，５２２万３千円出資しております。 

 ４７ページは、出捐金の状況で、５町で３億１，８６８万７千円を出捐

しています。 

 ４８ページは、各町の物品といたしまして、多種、多数ありますが、

主に自動車をあげております。 

 ４９ページは、各町の貸付金の状況です。 

 ５０ページから５１ページまでは、各町の基金の所有状況でございます

が、この資料は、平成１２年度末現在の残高であり、５ 町 合 計６９億

７，６２４万４千円となっております。 

 ５２ページをお開き下さい。 

債務には、地方債と債務負担行為がございます。地方債とは、地方公

共団体が必要な財源を調達するために負う債務であって、その返済が一

会計年度を越えて行われるものをいいます。また、地方債を起こすこと

を起債といっております。証書借入又は、証券発行の形式をとるもので

ございます。 

 債務負担行為とは、年賦払い契約、損失補償契約等をいいまして、将

来における債務を負担する行為でございます。 

５２ページと５３ページには、債務の状況といたしまして、地方債と

債務負担行為の状況についてあげております。 

 各町の地方債の内訳でありますが、普通会計で３０６億６，０６０万

３千円となっております。また、特別会計分といたしまして、４７億

９，２６７万円となっております。 

６３ページをお開き下さい。 

６３ページに地方債の交付税措置ということで参考資料１をつけてお

ります。 

これらの地方債は、事業の種別や各種の法令により違いがありますが、

元利償還の全部又は、一部が地方交付税によって措置されるということ

で、主な交付税措置の割合を示しております。 

５３ページにお戻り下さい。 

５３ページは、各町の債務負担行為の状況であります。５町で８億 
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平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議     長 
 
住屋良儀 委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事 務 局 長 
 
 
 
住屋良儀 委員 

９，７４４万２千円あります。６０ページから６２ページに、各町毎の

債務負担行為の内容についてあげております。合併までに切れるものも

ございます。 

ただ今ご説明いたしました、５町の現況につきましては、５町の平成

１２年度の決算を基に記載しておりまして、現実的には、合併時点の決

算ということになりますので、数値の移動はあるものとご了承下さい。 

３５ページにお戻り下さい。財産及び債務の取扱いの調整内容といた

しまして「５町の所有する財産及び債務は、すべて新町に引き継ぐもの

とする。」といたしております。 

  以上で、協議第２９号「財産及び債務の取扱い」についての説明を終

わります。 

ただ今説明をいたしました、協議第２９号「財産及び債務の取扱い」

について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

新魚目町の住屋ですけども。今の財産の明細の中でですね、まず４０

ページを開いていただけないでしょうか。各町あると思いますけども、

山林の問題がですね、所有と分収ということで，下の欄に書かれていま

すけども、これと上の表の公共用財産の山林の面積との整合性というの

は、どういうふうに考えたらいいのかと思いまして、質問しています。 

例えば、若松町が、山林が上の表では３６３万８，０００㎡くらいで

すね。ところが下の山林の区分によると所有が３２９万㎡、分収が３９

４万㎡で、合計が７２３万㎡と。上五島町においては、山林が上の表で 

は１，１２３万８，０００㎡と、所有が４７８万㎡と、分収が１５７万

㎡で、合計が６３５万㎡と。山林の面積が合わないんですよ。新魚目町

は、分収がないんですから数値は合ってますね。有川町さんも数字が違

うと。所有分だけで分収分が上の表にはあがっていない。奈良尾町さん

の場合は、所有分と分収分の合計が、上の表の山林の合計と合致すると。 

各町取扱いがまちまちだし、私も分収については、あんましわかんな

いんですけども、まず、分収の説明と、それと今言う、面積の不一致に

ついて、どういうふうな取扱いをするのか質問します。 

各町捉え方がまちまちで、私の方ではその辺の説明はちょっとできま

せん。ただ、分収林というのは、分収林特別措置法によりまして森林を

造成、育成し、伐採時に収益を一定割合で分け合うことを定めた森林と

なっております。 

分収林についてはですね、森林の土地所有者と、造林、または保育を

行う者の２者によって、分収林の契約を結ぶってことは調べれば、まあ 
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小倉専門部会長 
 
 
 
議     長 
住屋良儀 委員 
 
議     長 

私も今朝、資料をもらいましたけれども、そういうことで書いているん

ですけれども、じゃあ、土地の所有者は何処なのかと考えた場合に、町

有地に対して、分収契約を造林とか育林とかをするっていうことであれ

ば、所有は町が所有者であるってことも考えられるしですね、ただ、こ

の財産の明細について考えたならば、山林の所有者は町であるから、分

収林と町の単独で所有している分の合計と、上の表にあがっている山林

の合計は、合致するのが普通じゃないかと思うんですよね。 

ここら辺を考えると、各町財産の把握については完全に、まあ、完全

というのは難しいかもわかんないけれども、大まかにしか捉えていない

んではないかと、まあ、実際、実質的に所有権移転等の問題でですね、

例えば道路の買収とかした時に、相続人の問題等で所有権移転登記でき

ていない分を、そのままほったらかしにしてるとこもあると思いますか

らね、そこら辺の財産の把握を、今後、どういうふうにするのか、５ヶ

町の代表者の方いらっしゃると思うんではっきりさせて下さい。 

そうしないと、財産について新町に引き継いでも、曖昧なままでそのま

ま引き継いでいくというふうなことになると思いますんで、そこら辺はっ

きりしてください。そうしないと、今のまんま、これで承認という気持ち

は私はありませんので、よろしくお願いします。 

 ただ今のご質問にお答えさせていただきます。現在、各町が持っており

ます財産台帳というのが、まちまちでありますので、合併前までに、統一

した財産台帳を作りまして、各町、再度、洗い直しして、財産の確認をし

たいと思っております。以上でございます。 

 よろしいでしょうか。 

 そういうふうに言われると、どうしようもないですね。まあ、頑張って

やって下さい。わからないところも多いと思いますけど。 

他にご質問ございませんか。 

他にご質問もないようですので、協議第２９号「財産及び債務の取扱

い」につきましては、先程、事務局の方から説明がありましたように、

再度、各町の財産台帳の確認のための、調整をいたしますということで、

この件につきましては、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。従いまして、協議第２９号「財産及び債務の

取扱い」については、原案のとおりといたします。 

次に、これも前回からの協議項目でございますが、協議第３０号「そ 
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事 務 局 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議     長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事 務 局 参 事 

の他事務事業の取扱い（その１）」についての協議を行います。この件

について事務局に説明させます。 

協議第３０号「その他事務事業の取扱い(その１)」について、ご説明

いたします。 

６５ ページをお開き下さい。 

合併する市町村において、指定金融機関、指定代理機関等が異なる場

合、地方自治法第２３５条及び同法施行令第１６８条の規定により、合

併時には銀行等を指定することとなります。 

 ５町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関等の設置

状況についてあげております。各町違いがありますので、その調整が必

要でございます。 

以上のようなことから、調整内容といたしまして、「指定金融機関等

は合併までに調整し、合併の日に指定する。」といたしております。  

以上で、協議第３０号「その他事務事業の取扱い(その１)」について

の説明を終わります。 

ただ今説明をいたしました、協議第３０号「その他事務事業の取扱い

(その１)」について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

 ご質問がないようでしたらお諮りいたします。協議第３０号「その他

事務事業の取扱い(その１)」については原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。従いまして、協議第３０号「その他事務事業

の取扱い(その１)」については、原案のとおりといたします。 

次に、これも前回からの協議項目でございますが、協議第３１号「新

町建設計画の作成（その３）」についての協議を行います。この件につ

いて事務局に説明させます。 

「町建設計画の作成（その３）」についてご説明いたします。 

新町建設計画については、平成１５年１月を目途に作成を完了する予

定ですが、今回は、計画における地域の将来像について提案させていた

だいたところでございます。 
６６ページをご覧下さい。 
「町建設計画の作成（その３）」ということで、「新町建設計画におけ

る地域将来像について、別紙のとおり定めるものとする。」といたして

おります。 
まず、８０ページをご覧下さい。 
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発  言  者 発   言   の   要   旨 
 
 

新町建設計画の目次素案を添付しておりますが、今回は、ここに四角

で囲んでおります、４の新町建設の基本方針と、５の新町の主要施策の

項目について、基本理念や柱立てを提案いたしております。 

なお、具体的内容につきましては、計画策定の各段階でまとまり次第、

今後の協議会において、随時提案させていただきます。 
６７ページをご覧下さい。 
新町建設計画における地域将来像をお示ししております。 

 まず、新町建設計画を作成するにあたっての基本理念を、「つばき香

り豊かな海と歴史文化を育む自立するしま」、サブタイトルを「安心し

て生活できる環境づくりと交流・雇用の促進をめざして」といたしてお

ります。 

  次に、基本理念を具体的に肉付けする計画の柱立てを、その下にお示
ししております。新町計画の６本柱として、１．にぎわいを創る地域交

流の促進、２．安全、便利、快適な生活環境づくり、３．誰もが安心で

きる保健・医療・福祉の充実、４．自立する産業の育成、雇用の確保、

５．しまの誇り・文化の育成、６．参加と行動による協働のまちづくり

を掲げております。 
６８ページをご覧下さい。 
基本理念の提案理由でございます。 
まず、「つばき」という言葉を、しまの豊かな自然の象徴として入れ

させていただきました。もちろん自然景観としての「つばき」というこ

とではありますが、特産品としての椿油、また、「五島うどん」に使わ

れている椿油が、独特な風味、香りを持っているということもございま

す。 
また、上五島地域にとって「海」は母なる資源であるとしています。 
上五島地域を考える場合、「海」にこだわっていく必要があります。海

というのは、漁業、水産加工、海洋観光など、いろんな意味での資源で

あるということでございます。 
３番目の特徴として、全国でも特異な「歴史文化を持つ」ということと

で、教会、キリシタンの歴史があり、島内には様々な教会があります。

これは、全国どこにでもあるというものではなく、上五島地域の持つ特

徴であります。また、水産物や五島うどんなどの食文化においても、地

域の特性がございます。 

４番目に、名実ともに自立するしまを目指すということであります。

少子高齢化や人口の流失、厳しい財政状況など、上五島地域を取り巻く 
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発  言  者 発   言   の   要   旨 
 環境は楽観できないものがありますが、合併をきっかけにして「自立す

る」ということを強く打ち出したいということで、これをキーワードと

してあげております。 

  ５番目に、多様な魅力を活かした交流のしまづくりをあげています。
四方を海に囲まれており、海路を使った交流もあれば、情報ネットワー

クを使った交流、食、観光などしまの魅力を体感する交流もございます。

この「交流」を、是非、柱にしたいという提案でございます。 

  最後に、生活環境の充実、雇用機会の拡大。これは定住できる魅力あ
るしまであるためには、生活環境が充実しなければいけませんし、定住

するということの一番大きな要因としては、働く場所があるということ

で雇用を位置づけております。 

こういった基本的な上五島地域を取り巻く環境やねらいをイメージし

ながら、基本理念を提案したところでございます。 
 次に６９ページの新町建設計画の柱の提案でございます。 
これは基本理念をもとに、具体的に肉付けをした計画の柱立てであ

り、６本設定いたしております。 

  まず１番目に、にぎわいを創る地域交流の促進ということで、「魅力
ある地域は、いつもヒト、モノ、カネ、情報が飛び交い、集積して活性

化している。とりわけ離島である上五島地域は、様々な仕掛けをつくり、

地域の交流を進める必要がある。」。その様な考えから、「にぎわい」と

いうことを打ち出したいということであります。 
その下に想定される事業、これはあくまでも想定でありますが、港湾、

幹線道路等の整備、情報基盤の整備、島間・本土との交流、交流産業の

振興などがこの中に位置づけられるのではないかと考えております。 
２番目は、安全、便利、快適な生活環境づくりで、生活環境整備、都

市環境整備を想定しておりまして、「魅力ある地域は、老若男女を問わ

ず、いつも安定した安全、便利、快適な生活環境を確保する必要がある。」

と言う考え方のもとに、想定される事業として、住宅、宅地、生活道路、

公園、スポーツ施設の整備、水源確保、集落排水、下水道整備、防災環

境の充実、環境共生施策、自然環境の保全と活用などの事業が、位置づ

けられるのではないかと考えております。 
３番目には、誰もが安心できる保健・医療・福祉の充実ということで、

「魅力ある地域は、いつも安定して、安心できる医療や福祉環境を確保

している必要がある。」と位置付け、医療施設、サービスの充実、高齢

者環境、子育て環境の充実、障害者、社会的弱者に対する支援などの事 
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 業が想定されると考えております。 

７０ページでございますが、４番目といたしましては、自立する産業

の育成、雇用の確保でございまして、「定住の基本は、就業機会の確保

である。若者らに対して魅力ある多様な就業の機会を創るためにも、産

業の振興や育成、雇用の確保が求められている。」という認識のもとに、

想定される事業といたしましては、漁業の振興、水産加工業の育成、農

林業、地場産品の振興、観光産業の育成、新たな産業の振興として福祉・

環境産業等、商品流通・販路の拡大などをあげております。 

 ５番目にしまの誇り・文化の育成として、「五島地域の持つ歴史文化

を振り返りつつ、豊かな地域独自の文化環境を育成し、いきがいが持て

るしまづくりを進める。」という考え方で、想定される事業といたしま

して、生涯学習環境の振興、魅力ある義務教育、高等教育の育成、人材

育成、地域文化の育成などをあげております。 

 ６番目に、参加と行動による協働のまちづくりということで、「低経

済成長により公共事業が減少し、町の財政が厳しい今日、無駄を省くた

めにも、情報公開等を進め、住民とともに進める行財政運営を思考す

る。」との考えのもと、町行財政の効率化の推進、情報化の推進、町民

参加のまちづくりなどを想定される事業として掲げております。 
７１ページからは上五島地域新町の基本理念、計画の柱立ての考え方

についてということで、参考資料を添付いたしておりますが、ただ今説

明をいたしました基本理念と、柱立てがどういう根拠で出てきたのかと

いう資料でございます。 
ここに、考慮すべき４つの基本要因ということであげておりますが、

１番目にわが国の将来、社会経済動向、２番目に上五島地域の歴史・特

徴、３番目に各町基本構想・基本計画等、４番目に住民・高校生意識調

査、これらの要素を考慮したということでございます。 
そして、この合併協議会の中で様々なご意見をいただいて、新町の将

来像を策定していきますということで、ここに図示しているところでご

ざいます。 
以下の説明は、本日は省略させていただきます。 
以上で協議第３１号「新町建設計画の作成（その３）」についての説明

を終わりますが、本日、お手元に「合併協議会ニュース・住民アンケー

ト特集号」というものをお配りいたしております。 

建設計画を作成するにあたりまして、昨年の１１月１５日から１２月

１５日にかけまして、この上五島地域の全成人と、全高校生を対象にア 
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 ンケートを実施しております。その結果が、このようにまとまっており

ますので、若干説明をさせていただきます。 

成人につきましては、配布数が２万１，２５９、有効回答数が１万

５，０８２で、有効回答率７０．９％でございました。高校生につきま

しては、配布数が配布数が９９２、有効回答数が９３６で、有効回答率

９４．４％となっております。 

まず１番目に、成人の回答者の内訳を性別、年齢、職業、地域に分け

まして示しております。特徴的なのが年齢のところでありますけれど、

６０歳から６９歳までの方が２０．１％、７０歳以上の方が２２．６％

と、回答者全体において、６０歳以上の方の回答が４２．７％あるとい

うことでございます。 

それから２ページ目をお開き下さい。 

町の現状に対する満足度、施策の優先度について、下にお示しをして

おります、３１項目についてお尋ねをいたしております。 

成人のベスト３ということで、まず、「満足している」ものにつきま

しては、１位が生活用水などの確保、２位が港湾・漁港の整備、３位が

消防・防災対策の充実になっております。「不満である」という項目で

は、１位が雇用機会の創出、２位が病院、診療所などの医療施設の整備

やサービスの充実、３位が買い物や飲食が楽しめる商業施設の整備とな

っております。「優先すべき施策」については、１位が病院、診療所な

どの医療施設の整備やサービスの充実、２位が雇用機会の創出、３位が

高齢者・障害者のための施設の整備や、サービスの充実になっておりま

す。 

３ページにおきましては、高校生のベスト３ということで、「満足し

ている」ものにつきましては、１位が生活用水などの確保、２位が消防・

防災対策の充実、３位が小学校、中学校の施設・整備の充実。「不満で

ある」という項目では、１位が買い物や飲食が楽しめる商業施設の整備、

２位が現在の町の間を結ぶ公共交通の便利さ、３位が上五島地域以外と

の公共交通の便利さとなっております。「優先すべき施策」については、

１位が買い物や飲食が楽しめる商業施設の整備、２位が病院、診療所な

どの医療施設の整備やサービスの充実、３位が現在の町の間を結ぶ公共

交通の便利さという順序でございます。 

続きまして４ページの３番で、「合併に期待すること」ということで、

成人にお聞きをしております。これにつきましては３つ選んで下さいと

いうことでお聞きをしております。 

―20― 



 
 
 
 

平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
 上位の項目でございますが、「町長や議員、職員の数の減少により経

費の削減ができる」、これが４７．７％。次に、「行政の無駄をなくし、

財政の基盤が強化される」が３４．５％。「介護保険などの新たな行政

施策が充実する」２６．６％というのが上位にきています。以下ご覧の

とおりでございます。 

次に、４番の「合併に対する不安」ということで、これも、成人に３

つ選択していただいております。 

上位の項目ですが、１位が「中心部だけ良くなり周辺部はとり残され

るおそれがある」が５８．１％。「町の区域が広くなり行き届いたサー

ビスが受けられなくなるおそれ」が４９．９％。「役場が遠くなり不便

になることが考えられる」が３４．９％。あと以下のようになっており

ます。 

それから、本日ご提案を申し上げました、「町の基本理念」、「将来像」

ということで参考にさせていただきましたが、この５番の「あたらしい

まちの将来像」。これも３つの項目を選んでいただいております。 

成人の上位の項目は、１位が「美しい海や緑豊な自然環境を大切にす

るまち」、２位が「健康づくりや子供・お年寄りなどを大切にする保健・

福祉のまち」、３位が「道路上下水道などの生活環境が整ったまち」で

ございまして、以下のようになっております。 

高校生の方の上位の項目は、１位は成人と同じで、「美しい海や緑豊

な自然環境を大切にするまち」、２位が「多くの観光客が訪れ活発な交

流が行われる観光のまち」、３位が商工業サービス業などの働く場に恵

まれた産業のまち」となっております。で、以下のようになっておりま

す。 

それから、今後の定住意向ということで、お聞きをいたしております。 

成人の、今後の定住意向ということでございますが、「住み続ける」

が５４．３％。「たぶん住み続ける」が２６．４％。「たぶん転出する」

が５．２％。「転出する」が３．７％という結果になっております。 

住み続ける理由といたしましては、「家屋や財産があるから」

４２．３％。「家族がいるから」３０．０％。「仕事があるから」

１２．８％。「上五島地域での生活に満足しているから」９．５％とい

う順位になっております。 

 転出する理由ですが、「仕事等で一時的に上五島地域にすんでいるか

ら」４０．１％。「上五島町地域での生活に満足していないから」

２３．９％。「他の地域での仕事の予定があるから」１２．５％。「他の 
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議     長 
 
市川 誠 委員 

地域での進学の予定があるから」１．０％という結果になっております。 
 一方、高校生につきましては、高校卒業後の予定についてお聞きして

います。１番多かったのは「大学・（専門学校）に進学」が４６．５％。

「島外に就職」が４２．１％。逆に「島内に就職」が５．８％でござい

ます。 
それから、社会人になったり、結婚したりした時に、将来、上五島地

域に住みたいですかと、考えていますかということでお聞きをいたして

おりますが、「わからない」が３６．０％。「上五島地域に住みたいと思

わない」が３６．０％。逆に「上五島地域に住みたいと思う」が

１９．９％となっております。で、この住みたくない理由ですけれども、

「上五島地域は働く場がないから」というのが３５．６％。「娯楽・レ

クレーション施設に魅力を感じないから」が２５．８％。「都会へのあ

こがれ」２４．９％となっています。それから、住みたい理由ですが、

「上五島地域が好きだから」６１．８％。「家族と一緒に住みたいから」

が１８．３％。「上五島地域で働くつもりだから」９．１％というふう

になっております。 
 １番最後に、「新町建設計画や５町の合併に関しての自由意見」とい

うことで伺っております。これは自由意見で実際に書いていただいてい

るんですが、成人の方では新町建設計画や５町の合併に関して、「住み

よい町」、「すばらしい町づくり」を期待する意見、「合併を急進的に進

めないでほしい」、「禍根がのこらないように」などの意見が幅広く見ら

れております。 
 また高校生におきましては、商業施設の充実、５町の共同の行事、イ

ベント等による交流、観光振興、自然の保全などを望む意見が多く見ら

れたところでございます。以上でご説明を終わらせていただきます。 
 ただ今説明をいたしました、協議第３１号「新町建設計画の作成（そ

の３）」について、何かご質問、ご意見等ございませんか。 

 上五島町の市川です。新町建設計画目次素案の中で、１から８項目ま

であるんですけど、その中で今回、４、５項目というところの案が提案

されてます。今回の素案の流れが、だいたい１から８まで、地域の実情

とか現状課題の分析から始まって、将来のフレーム、目標値を立てられ

て、それから基本方針、主要施策等一連の流れになっていると思うんで

すよ。その中で、この４と５を抜粋して決めるのはいかがなもんかなと

いう感じを持っております。そこで、トータル的な検討というのが必要

ではないのかな。そういう意味で、委員会というのを作られて、その中 
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議     長 
 
 
 
住屋良儀 委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議     長 
事 務 局 参 事 

で、いろんな柱等の、今、記載されている内容等の確認の意味でも、小

委員会を作られたらどうかなという提案をしたんですけど。 
ただ今お聞きのように、この新町建設計画の策定にあたりまして、市

川委員さんから、小委員会を設置して、十分な協議を重ねたらどうかと

いうような意味の、ご発言がございましたが、他に何かご意見ございま

せんか。 
今の小委員会の件なんですけど、まず、新町建設計画の中には、庁舎

等の問題が絡んでくると思いますんで、まず、位置ですかね・・、位置

の項目に出てくるのかな、新町の事務所の位置はどこにするというの

は。そこら辺があるんで、小委員会を作っても、全体的な把握っていう

のは、まず、庁舎の問題から片付けないことには、委員会でも協議がで

きない部分っていうのが、出てくるんじゃないかなと思います。それと、

元々、建設計画について、アンケートを結果をというけれど、この文言

等について誰が作ったのか、まず、コンサルに頼んだんだとは思います

けど。そこら辺で、まあ、我々の意見は出てきた資料についてどうなん

だという意見だけで、これをこうしたいという意見が、まず反映されて

いないと思っています。まあ、小委員会については、私はまだ作らなく

てもいいんじゃないかと。小委員会を作るんであれば、後の協議である、

新町事務所の位置の問題についての小委員会を、先に作るべきだと思い

ます。以上です。 
他にご意見ございませんか。 
本日ご提案をしているのは、先程、目次素案の４番、５番ということ

でございますけど、まず、この地域が今後どういう形というか、将来像

がどうなるかということを、まず全体の、こういったまちにしたいとい

うものを、まず決めまして、それに具体的な方針、ここでは６本柱です

けれども、方針を決めまして、これで施策体系を作っていくと。それで、

主要事業がどういったことがあるのかということを、こう、事業をぶら

下げるといいますか、施策の体系づくりをしたいということで、本日、

基本理念ということをご提案しているところでございます。 
町の事務所の位置との関係ですけれども、まあ関係ないことはないと

思います。やはり、その役場の位置がここだということが決まらないと、

そこからの交通の問題であるとか、施設の整備であるとかいうことも絡

んではこようかと思いますけれども、そうでない部分ですね、作業的に

はその他の、例えば、福祉の充実とか、産業の振興とか、そいったもの

の整理は同時進行でもできるのかなとは思っております。  

―23― 



 
 
 
 

平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 
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議     長 
 
柴田松蔵 委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議     長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事 務 局 長 

お諮りいたします。先程の市川委員さんからご提案ありました、小委

員会の設置につきましては、いかがいたしましょうか。 
奈良尾町の柴田でございます。今、市川委員さんと住屋委員さんのご

意見が出ましたけれども、合併ありき、また、新町建設計画をどうする

かということで、これから論議に入るわけでございます。 
今日、傍聴者の方も大変多く来ておりますが、まあ、これからが本番

ということで期待をしているようでございますので、そういったような

意味からもですね、やはり、その新庁舎をどうするのかということが決

まらないことにはですね、この前段の問題についてもですね、大変必要

だとは思いますけれども、それが決定した後にですね、より詳細に、私

は詰めても遅くはないということでですね、住屋委員の申されましたよ

うに、私はこの会は進めた方がいいというように思います。以上です。 
そのような、お聞きのようなご意見でよろしいでしょうか。 
他にご意見ありませんか。他にご意見ないようでございますので、協

議第３１号「新町建設計画の作成（その３）」については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。従いまして、協議第３１号「新町建設計画の

作成（その３）」については、原案のとおりといたします。 
 ここで、お諮りいたします。時間も１時間半経過しましたが、私は、

あと１件ですね、「交通対策に関する取扱い」が終わってから、本番に

入りたいなと思って、その時休憩したいと思っておるんですが、引き続

きよろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 
 次に、これも前回からの継続協議でございますが、協議第３２号「交

通対策に関する取扱い（その２）」について、協議を行います。この件

について、事務局に説明させます。 
  協議第３２号「交通対策に関する取扱い(その２)」について、ご説明

いたします。 

 ８４ページをお開き下さい。８４ページから８５ページに、４町が管

理運営しております若松港、青方港、榎津港、有川港のターミナルビル，

立串港旅客待合所について、施設の構造、規模、使用料についてあげて

おります。奈良尾漁港ターミナルビルについては、県の施設を町が管理 

運営いたしております。使用料等に違いがございまして、調整内容とい 
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議     長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議     長 
 

たしまして、「港湾及び漁港ターミナルビル等につきましては、現行

どおり新町に引き継ぎ、名称、使用料等は合併までに調整する。」と

いたしております。 

また、長崎県所有の「長崎県奈良尾漁港ターミナルビルの管理運営

は、現行どおり新町に引き継ぐ。」といたしております。 

８６ページをお開き下さい。 

  上五島空港管理事務所では、国からの委託業務といたしまして、空

港気象観測業務を、長崎県からの委託業務といたしまして、施設の維

持管理と、滑走路の点検確認などをそれぞれおこなっております。 

 調整内容といたしまして、「上五島空港管理事務所の行う国、県の

委託業務は、現行どおり新町に引き継ぐ。」といたしております。  

８７ページには、上五島空港管理業務収支決算を添付いたしており

ます。 

  以上で、協議第３２号「交通対策に関する取扱い(その２)」につい

ての説明を終わります。 

 ただ今、説明をいたしました、協議第３２号「交通対策に関する取

扱い（その２）」について、何かご質問ご意見ございませんか。 
他にご意見ないようでございますので、協議第３２号「交通対策に

関する取扱い（その２）」については、原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。従いまして、協議第３２号「交通対策に関

する取扱い（その２）」については、原案のとおりといたします。 
 お待たせいたしました。ここで、１０分間休憩をいたします。３時

１０分から再開いたします。 
（休憩中） 
皆さんお揃いのようですので、一息入れたところでこれから再開し

ます。 
次は、協議第２０号「新町の事務所の位置」につきましては、今ま

でずっと継続協議をしているところでございますが、前回３月の協議

会におきましては、一歩踏み込んだ発言がなされました。 
具体的に、上五島町の役場が本庁の事務所の位置として理想的であ

るというご意見、それから、新町の事務所は新しく建設した方がいい

というご意見。その際に、新しく建設をするとした場合、場所をどこ

にするのかという問題については、まだ具体的に場所については出て 
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江口徳一 委員 

おりません。本日は、そういったこれまでの協議の経緯を踏まえて、

どうか皆さん、活発なご意見をお願いしたいと思っております。どう

ぞ。 
有川町の江口でございます。今、会長も言いましたように、３月の

協議会において、特に上五島町の委員さんから本音を受け賜りまし

た。また、奈良尾町各委員さんから貴重なるご意見をいただきまして、

有川町といたしましても、そろそろ大詰めでございますので、本音で

答えなければ、せっかくこうして、切磋琢磨して、英知努力のうえに

協議してますので、１６年の８月１日に向けてですね、頑張っていか

ねばならんという考えをいたしているわけでございます。 
そういうことから、有川町といたしましては、議長という立場から、

各議員の意向も踏まえながら、まとめたような形でございますが、ま

ず、有川町といたしましては、「新庁舎を造るべき」というご意見で

ございます。 
皆様ご存知のとおり、有川町は、いわゆる官公庁、その他多ござい

まして、特に有川町は上五島地区でも中核であったという自負をして

おります。特に議員の先輩方に言わせますと、是非とも有川町じゃな

いといけないというような話も多々ありました。 
しかし、やっぱり合併するにはですね、歩み寄らなければどうも難

しいじゃないかというご意見の中で、私もあっちこっち話を聞いて回

りますと、特に奈良尾町さん、若松町さんから、いわゆる新魚目町、

上五島町、有川町の人口の多い接点がいいんじゃなかろうかという、

そういうご意見の中で、私も有川に持ち帰りまして、各議員さんと話

し会いましたところ、いわゆる３町の接点でいいということを聞いて

きたので、例えば、場所といたしましては、いわゆるその、新魚目町

の浦浜、七目地区近辺がよろしいんじゃないかということで、議員総

意のご意見でまとめていただきました。まとめないことには議会が進

展しませんので、いわゆる議会の結果をもらうためには、議員の意見

を多分に聞かないことには、難しいということから、そういうことで、

議員、また各委員のご意見の中で、もうその辺で落としどころを決め

ないと、有川だけの形を言うと無理じゃなかろうかということから、

私どもはもう、その辺に持っていくべきかなということで、話をまと

めているような状況でございます。そういうことから、せっかくこう

して皆さんが、一生懸命やっておりますので、合併に向けてですね、

皆さんの英知努力を受けながら、頑張っていけばという気がいたしま 
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議     長 
 
 
 
三村久治 委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議     長 
近藤 守 委員 

す。 
また、私どもの勝手な言い方でございますが、男と女がですね、結

婚するにも大変でございます。そういうことから５町がですね、いわ

ゆる結婚するということでございますので、それこそ、苦労の連続で

あるということは分かっておりますが、苦労の後には、いわゆる楽と

いうこともございますので、どうか、そういう意味でここに集まりの

委員の皆様の、英知努力の中にですね、合併に向けて一緒に頑張って

いければなというふうに考えております。そういうことから、いわゆ

る場所の設定といたしましては、今言った状況でございまして、どう

か皆様、そういうことでよろしくお願いいたしまして、私の言葉とい

たします。ありがとうございました。 
ただ今、お聞きのように、有川の江口委員さんから、「新庁舎は建

設すべきである。」そして、その建設場所は、「浦浜と七目の結んだ周

辺地区がよろしい。」というような意味の、ご発言がございました。 
他にご意見ございませんか。 
上五島町の三村でございます。ただ今、あの、意見が「新しく庁舎

を造って、新しい場所に建設すべきだ」という意見でございますが、

私は、冒頭からこの合併なるものは何なのかよという、基本的な考え

方で、そう、そのできるもんなら、やはりある物を利用しながら、質

素にやるべきだという判断で、今日おるわけでございまして、あるい

は、新庁舎建設ありきということで、皆さん言ってるようでございま

すが、私どもは、あくまでも反対でございますし、それからあのう、

せっかくですからなんですけれども、本日、今日で１２回目の協議に

入ったわけでございますが、今日まで首長さん、町長さんが意見にま

るっきり討議に参入してないと。そういうことも併せまして、今後、

あのう、町長さん方の質疑も十分捉えながら、今後の協議会の進め方

をやってもらえればと、このように思うわけでございます。 
どうか、首長さん方もそれなりの思い、考え方も、今日まで皆さん

にばっかり、意見が出ておりましたけども、出ておらなかったという

こともありまして、これからどうか、あのう、質疑に十分出していた

だきたいと、このように希望を申し上げます。以上です。 
他にご意見ございませんか。 
今回で１２回目です。まあ、向こう側に各町の町長さん、議員さん

が座られておるんですけれども、今まで１２回の中で、まあ、現在、

少なくとも、広域事業も含めて、私の知った範囲では４４５億の借金 
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 があると、まあ、そこあたりを頭に入れながら、私から言った場合に

は、やっぱり、町長さん、議員さんが一番、各町、また、広域的に今、

財政財源がどうなってるかということが、一番分かってる立場にあり

ながら、もう新庁舎ありき、それも合併のシンボルとか象徴とかいう

発言、かなり出ました。 
私は、合併は２回欠席しましたけど、前回、うちの川口委員さんが

言ったように、合併の目的はやはり、行財政のスリム化と効率化にあ

ると。これは誰が考えても当たり前です。 
そこで国は、やはり、行政改革、財政再生、それで長崎県は、まあ、

前回の会議録を見た場合に財源は出てくるんだと、そりゃ出てきま

す。合併して、町長３役ワンセット、議員が２６名になれば。また、

役場の職員も減りますから。そこだけで見れば財源は出てきますけれ

ども、まあ、４５０億近く借金を、各町が作ったこの返済も含めなが

ら、私は浮かれていいのかという考え方。 
そこで、何故に長崎県ですら１３年度、１４年度、議員さん方だっ

たら、特に分かるだろうと思いますけど、１３年度はマイナス５％の

シーリング予算を組んだ。今年は１０％のマイナス予算を組んでるん

ですよね。知事の本音は町村合併したら、結局、そういうシンボル的

な庁舎を造るなよ。少なくとも、私の情報の範囲では、知事はまず、

そういう考え方です。それに陳情しようとか、どうしようとか言う、

前回、議員さんからの発言がありましたけど、私は、長崎県に陳情に

行っても、少なくとも、結局もって、漁協合併の中でいろいろもって、

１２年度公共投資予算、そこ辺りをお願いする中で、金子知事に変わ

るちゅうて、１２年度の中でも、公的資金は出なかったわけですから、

かなり、今の長崎県の知事の考え方は厳しいなと。箱物を造ることに

関しては。 
まあ、そこ辺りで、何故に、今ある５つの庁舎、これを暫定的に使

おうやという考え方が出てこないのか。まあ、そこで、前回の場合に

川口委員さん、市川委員さんが、上五島町の役場、施設がいいんじゃ

ないかという発言をしていますけども、私は違います。やはり、合併

は避けて通れない。１６年に向かって。ならば、この中である程度決

められること、私は有川の役場でも、奈良尾の役場でも、まとまり落

ち着くなら若松でもいい。あえて、上五島の役場を使わんでも。しか

し、暫定的に結局そういうことを決めないかん、本庁を。造ることを

先送りして、そういうことで、ものを一貫してずうっと考えてきた中 
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でですね、本当に議員さんが一番分かってる借金、それをはずしなが

ら、結局、シンボルで象徴で庁舎を造ろうや。今度は、やっぱり若松

町、本音で言いますけど、いろいろ付き合いがある中で、「あんたた

ちや、よかっか」と、どうも浦桑の方に、有川と奈良尾が組んで、漁

夫の利を得て新魚目町が。まあ、若松の委員さんの発言も、誰かその

ような原稿を作ったやつを、私読んでると思いますけれども、この、

結局、アンケートにもあるように、中心部だけがよくなって、他のと

こは、廃れるんじゃないかと。私から見たらこういう形で、新しい庁

舎が、浦桑の方にできたら、若松、奈良尾はどうなるか、私は結局言

うて、今、上五島だけど、町村合併したあかつきには、中通の住民と

して心配するぞと、まあ、漁業者なんかにもいろんな角度で話をして

きました。まあ、そこ辺りからも、やはり、庁舎を造ることは、我々、

結局、考えてやらないと。 
まあ、漁業者の場合には今、いろいろ景気のいい時、今、落ち込ん

で借金を抱えてる。そこ辺りも考えながら、漁業、第一産業の安定、

特に漁業基本法ができあがって、その中では、漁港漁村の活性化、ま

た、今ぞ、食料に恵まれておりますけど、近い将来、地球規模で食料

もなくなる。そういう意味の食産業の位置付けも、漁業団体、行政の

中で、法律の中で、できあがった中で、それに向かって取り組んでる

中で、第一次産業よりも第二次産業。第二次産業、私も調べましたけ

ど、加工事業も入ってるんですけど、人口的にはどうしても、第一次

産業の方が多いわけです。しかし、売上は、第二次産業、公共事業が

多いんです。しかし、これは、結局、税金ですねと。やっぱり、第一

次産業の延長線上に、第二次産業も絶対必要だと。道路にしても、林

道にしても、農道にしても、公共事業にしても、これが私は共存でき

るようなものでなければ、やはり、いかんのじゃないかと。第一次産

業が安定すれば、第二次産業につながってくる。しかし、第二次産業

だけが安定しても、私は税金を使い、税金で利益を得る。そうなれば、

結局、第一次産業が廃れたらどうなるか。まあ、そういうことも考え

てですね、やっぱり、財政財源は一回じっくり見つめ直して、先送り

しながら、庁舎を造ると。暫定的に、せっかくある庁舎を、有川さん

でも奈良尾さんでもよかですけんで、役場は、使っていくようにして

いきましょうや。そういう考えを持っています。 
若松町の松屋です。新町の事務所の位置について、意見を申し述べ

たいと思います。この問題につきましては、前回の協議会で、各町か 
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柴田松蔵 委員 

らかなりな突っ込んだ意見も出されております。若松町といたしまし

ても、意見の集約をするべき段階にきていると思っております。 
 持ち帰りまして先般、町当局、町議会議員の皆さんで、この問題に

つきましての意見の交換を行い、一定の結論を得ましたので、若松町

といたしましての、提案をいたしたいと思います。 
 結論から申し上げて、「新庁舎を新たに建設すべきである」という

意見でございます。協議第２０号の資料では、【想定２】を選択する

ということでございます。その理由といたしましては、 
一、行政の安定化効率化を図るためにもその中核となる庁舎は合併後

の住民の利便、交通情報、建設に必要な面積など総合的に判断し、最

も理想的な場所に新たに建設すべきである。 
二、新しい町のシンボルとして庁舎を建設し、町当局職員の皆さんに

も、新たな気持ちで活力に満ちた町づくりに頑張っていただきたい。 

そのような理由から、「新庁舎を新たに建設すべきである」という

ことでございます。以上です。 
やわらかく本音で、まあ、だいたい有川の議長さんから浦桑、浦浜、

あそこを埋め立てて造ったらどうかと。まあ今度は、若松の・・・。 
埋め立てとは言ってませんよ。 
埋め立てかどうか知らんばって、場所は出ました。まあ、そこで、

若松からは場所は何処でしょうか。まあ、有川の議長さんが言うよう

に、浦浜か、それとも違う場所か。ま、そこ辺りがわからんもんです

から、若松の方にお聞きしたいんですけど。 
私は、別の観点から。財政的な論議が今まで、新町建設計画の中で

は出てきたわけです。まあ、あの、新庁舎を建設を造るということに

なると、だいたい試算で、１２億から１５億というような見通しが立

った中でですね、これからもし、合併するということになった場合、

上５ヶ町の５町から、新しい新町建設計画予算が出てくる。 
私が一応、だいたい聞いた中ではですね、５ヶ町の予算が、もし、

合併をすると１０ヵ年で、約１，０００億円というような、ソフト、

ハード面も含めて、なお、詳細に言えば、町の単独事業、それから県

の補助事業も含めて、１０ヵ年で約１，０００億円という事業規模が

見込まれてくるわけです。そうすると、その１，０００億円の中のね、

わずか１５億か２０億でね、それを財政的に論議するようであれば、

これから新しく新町を造った場合に１，０００億円はおろか、１００

円も１００億円もね、これからの町づくりに使えないのではないかな 
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宮田恒雄 委員 

と。だから私はこの間も言いましたようにね、あまりこう、財政も確

かに必要なんです。我々の社会生活の中では一番、財政が主なんです

けれども、そればかしに萎縮して、それも新庁舎がね、もし合併する

とすれば、庁舎が１００億円かかるというならね、これは血相変えて

やはり、論議すべきだろうと思うわけです。しかし、１，０００億円

の中のわずか１５億か２０億を、今さらそれが財政的にどう響いてく

るのかなと。仮にそれを建設した場合でもね、元利償還２０年でもこ

れは償却していけるんですから、やはり、もう少し、この財政的なこ

とをですね、論議するのは、そういう観点からすると、少しどうなの

かなと。もう少し財政的なものもよく考えて、やはり話すべきではな

いのかなというように、私は思います。以上です。 
上五島の市川です。今、財政的に造るか、造らないかという面をク

リアして、造るなら新しい場所はどこかという流れになっていると思

うんですよね。 
ひとつ、首長さん、今、各町の財政運営を預かっている首長さんに、

ちょっとお尋ねするんですけど、この私の資料でいくと、建物に対し

て約３０億かかるという資料を持ってるんですけど、その辺の数値、

いろんな負債があります。そこの中で今、県、国、政策評価というよ

うなものができて、本当にそのものが必要なのかというふうなシステ

ムができています。その辺も踏まえて、今、首長さんにお伺いします

けどね、財政面での側面から本当に庁舎、新しく造れるのか、その辺

の財政的な情報を聞かせていただきたいんですけど。 
新魚目町の宮田です。いよいよ新町の事務所の論議が行われようと

しております。皆さん、各町の代表の方々が、それぞれの意見を申し

述べましたので、私もひと言、申し上げたいと思います。 
まず、先程、近藤委員さんから箱物云々ということがありました。

全く私も考え方としては、同感なんです。費用対効果という面から、

新事務所を造るということは評価に値しない。ある面でですよ。評価

に値しない。いわゆる、費用対効果。その面からみれば評価に値しな

い。という論旨議論もあると思うんですよ。しかしながら、私は別な

観点から申しますとね、もうこれは、有川町と上五島町のバトルじゃ

なかか。ね。もう、どっちも引けんとじゃないのかと、私はそう思う

んですよ。だから、それぞれの考え方としては、造らないで間に合え

ばそれでいい。例えば、上五島役場を既存の庁舎として使おうじゃな

いかと、５ヶ町がよければそれでいいんですよ。私は、それでいい。 
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坪井庄八郎委員 

しかし、有川さんはそれでは駄目でしょ。そうするとこれは、私の意

見ですから、反論はまたお伺いしたいと思いますが、上五島町に造る

とすると、有川町さんは駄目なんですよね。有川に造るとなれば、上

五島町さんは駄目じゃないかと。これは、私の本音ですよ。 
そういう意味から、先程、漁夫の利と申しましたかね、近藤さん。

漁夫の利を新魚目町がとる。決してそんなことは、私は考えておりま

せん。否。本当に。漁夫の利じゃないんですよ。しかし、行き着くと

ころは新魚目町かなと思ってますよ。思ってます。しかし、江口議長

さんがね、接点ということを申しまして、七目、プラッツ浦浜といい

ましたかな、その所というふうなことで、私の考えているイメージン

グとはちょっと違う。これも申しておきましょうかね。 
 それで、先程費用対効果の面は言いました。今度は、公共投資、公

共事業を見直したらどうかと。上五島の今、現状は、私がくどくど申

すまでもなく、漁業の不振、雇用の不振、それで、病人で言えば重症

患者なのではないかと。今、小野先生もおられますけど。重症患者に

は、いわゆる、カンフル剤が必要なんですね。カンフル剤。少しでも

命を長らえてもらおうとね。カンフル剤を打って、あと１０日もてた

らどうじゃろかいと。親の心があるでしょ。それと一緒です。 
景気の浮揚対策には、このカンフル剤というのが必要じゃないか

と。それを、新事務所をカンフル剤ととるかとらんか。これは皆さん、

委員各位のそれなりのご意見もございましょうし、先程、三村議長さ

んから、この辺で首長さんの意見もどうかということもありました。

私も同感ですよ。こういう重大な問題のときに、町民の付託を得て、

そして一番責任のある方が発言しないのはいかがなものか。そういう

ふうなことですから、もうひとつ、論戦をしたうえでですよ、町長さ

んには、今日述べていただくか、後日にするか、それも提案しときま

す。時間もかかりますので、この辺で第一部を終わります。 
坪井でございます。ただ今各町からのご意見の中では、各町の町長

から、また、ご意見があろうかと思いますが、その前に財政的な問題

についてですね、意見を申し述べてみたいと思います。 
先程、奈良尾の柴田議長さんから、１０ヶ年における、上五島５ヶ

町の、予算規模の問題のご発言がございました。これは、資料により

ますとね、だいたい５ヶ町の、平成１２年度ベースにおける基準財政

需要額がですね、１年間に１２３億になる。基準財政額が、おおよそ

１０年間で１，２００億なんです。予算規模はこういったもんじゃな 
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くて、平成１２年度における、一般会計の予算額の総額は、５ヶ町で

２３３億７，６００万ですから、１０年間ということになりますと、

２，０００億です。 
それから、一般的に役場等を造るときに、財政的な援助があるかど

うか問題ですが、通常は役場なんかを造るときは、積立金を一生懸命

積んで造らなければですね、財政的な援助はないんですね。合併特例

債が、いわゆる、７０％の国の援助があるわけですから、そういった

特例債が、役場庁舎に適用できるというのは、とりも直さず、新しい

町づくりの方向として、そういったものを造るときはですね、国も財

政的な援助をしましょうということでございますのでね、それは１０

年後における財政シミュレーションについては、各町の町長からご返

答をいただく問題じゃなくて、財政的にどうなるかということは、合

併事務局の方でですね、十分お分かりだろうと思います。以上です。 
 先程言い忘れましたけども、ことにこういう発言をする人は、私は

甚だ僭越なんですけども、限られているんじゃないかと思うんです

よ。だから私はこの際、前回にもご提言申し上げましたけれども、小

委員会を作ったらどうかと。私はこの問題でぐずぐずしたくない。新

聞等で皆さんもご存知のとおり、もう下五島が追い上げてます。壱岐

もきますよ、もうすぐ。対馬はどんどん進んでるじゃないですか。そ

ういう中で、上五島はこの問題で何をしてるのかとね。この間、長崎

新聞も叩いたでしょうが。私はあの意見は余り賛成じゃないけど。そ

ういう意味で小委員会をね、私は立ち上げるべきだと。 
具体的に私の考えを申しあげますとね、議会から２名、学識経験か

ら１名、計３名。それにプラス町長。これで小委員会を立ち上げてや

りあったらいいじゃないですか。 
そしてもうひとつ、私は考えてるんですがね、やはり公平性とか透明

性を保つために、第三者機関というものの、アドバイザーを要請した

らどうかというふうに思うわけですよ。これは、私の考え方ですけど

も、建築、土木に詳しい人、財政のシミュレーションに詳しい人。こ

れはまあ、事務局でも間に合うかも知れませんけどね。そういう透明

性、公平性のある人をアドバイザーとして小委員会を立ち上げたらど

うかと、ついでにご提言を申し上げたいと思います。 
いずれにいたしましても、この１０年後の上五島というものを、私

なりにイメージングしますとね、厳しい状態はあるかも知れませんけ

ども、それは分からない。この世界を見た時に、どういう遍路をきた 

―33― 



 
 
 
 

平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
 
 
 
 
 
坪井庄八郎委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市川 誠 委員 

すか分からない。日本もそうでしょ。そういう中でね、厳しい中にも

この前、前回に柴田委員さんが夢と希望かな、これ言葉が違うかもし

れませんが、そういうことで申しましたね。だから子や孫に、次を繋

ぐという意味からもね、この新町の事務所の建設については、早く決

着をしたいというふうに思っております。終わります。 
有川町の坪井でございます。ただ今の発言につきましてね、大方賛

同なんですけども、一部違った意見を申し述べてみたいと思います。 
 せっかくの機会だから、この新町の役場の位置というのは、皆さん

である程度決めてですね、そして具体的なポイントはやはり、建築、

土木的ないろんな技術的な観点もいりますのでね、その際、そういっ

た方も入れた小委員会でいくと。その前に全体で、どの辺でという大

方の位置くらいはね、決めときませんと、その方がよりいいのではな

いかと。 
それから、新町の事務所の位置でありますけれども、これはね、財

政的にどうだから何処がいいのかとかじゃなくてね、やはり第一義的

には、話し合いによってやっていくわけですからね、やはりね、上五

島地区住民が、いわゆる、住民感情にですね、どの辺だったら大方の

合意が得られるのかなということが、第一義じゃないかと思ってま

す。 
第二義に財政的にどうなのかなと。いわゆる、あるところを増改築

して使ってですね、将来、また建て直すと。そういうのがいいのか、

初めから自分の身の丈にあった、非常に事務効率のあがるような建物

を設計した方がいいのか、それは第二義的に考えるべきであってです

ね、もう、不毛の論議にならないように、この問題についてはですね、

慎重に検討すべきですけども、かなりもう何回もですね、議論を重ね

てきたわけでありますから、この辺で旧庁舎を増改築して造るかです

ね、使うか、新しく町のシンボルとしてどっかに新築するかですね。

この問題に決着をですね、この場においてつけることを要望します。 
上五島の市川です。今回、財政的に問題なければ庁舎を造りたいと、

位置をどこにするかというところまでの議論、今、されてますけども、

私は上五島町７，６００人の町益というものの観点から、意見を述べ

てみたいと思います。 
上五島町の固定資産税が、ひとりあたま、固定資産税の税収といい

ますか、地方税の税収が１８万５，０００円程度あります。１２年度

決算状況ですけど。その中で、財政力指数０．４３、長崎県の町村の 
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中で４番目の財政力があります。その中で、何故この合併に臨んだの

か。それは、上五島町が合併がなかったら、国の地方交付税等の締め

付けが始まると、やはり、自治体としての活動ができていけない。そ

ういう中で、今回は旧態依然の自治体のシステムじゃなくて、本当に

地方からの構造改革といいますか、そういう今までにない、システム

作りをするチャンスを与えている。そのための資金援助を１０年間す

るという捉え方をしています。 
その中で、例えば、上五島町がいろんな合併というものの中で、動

いていかなければならない１０年とか、そのサイクルの中で財政的に

困窮する時が来るでしょう。しかし、今、上五島町がそういう財政が

ある時に、５つの町がまとまって、本当に新しい改革的な町を作れば、

１０年先送りの沈没じゃなくて、１０年後も上向きの財政基盤の市町

村という形をつくっていけるのではないかなと。そういう可能性に対

して、上五島町の町益１８万５，０００円のひとりあたまの税金を、

持ち込もうじゃないかという考え方が上五島町にはあるんです。 
だから、財政面の庁舎の新築予算に対する運営面、やはり、皆で本

当にそれが将来の５ヶ町の財政運営に関して、どうしていかなければ

いけないのか、その辺はしっかりと考えていただきたい。その辺の結

論が出てから、庁舎の位置かれこれに、進むべきではないかなという

ふうに思っております。 
上五島町の永田でございます。今、市川委員から上五島町の町民と

しての意見が述べられましたので、それに追随しまして、私も上五島

町の町民としての立場から、意見を述べさせていただきます。 
これまで出された資料を見てみますと、数字的に相当厳しいものが

あるというのは、素人の私でさえよく分かっております。財政力指数

の０．４５６の上五島町が、合併したら０．２２になる。これは大変

なことだと思うんです。その他、水道料とか、介護保険の負担である

とか、各種支払金とか、そういうことを考えますと、上五島町の町民

にのしかかる負担というのは、今以上にずっとずっと重くなるんでは

ないかと。合併が、町民の将来の利益に繋がるかどうか危惧の念さえ

抱いております。それでも上五島の未来のために、合併していかなけ

ればいけないと。自分にも周りにも言い聞かせております。 
けれども現在は対等合併であるといっても、主に新庁舎の方に目が

いっております。でも合併したあとの負債ですね、借入金を返してい

くことも考えなければいけないのではないか。 
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第２回目の時に配られた五島支庁の資料にも、上五島の借金は合計

で３０７億と書かれております。一人当たり１０８万といわれており

ました。これは平成１１年現在ですね。これが現在ではもっと増えて、

先程、近藤委員が言われましたように、４５６億と聞いて、何か、私

どもには恐ろしい限りの金額に聞き取れます。これから先、この借金

を返していく体力を持つ町がどれだけあるのか。今後、大規模なプロ

ジェクトが見込めない現在にあっては、そこのところも考えていかな

ければいけないのじゃないか。現在、体力のある町の意見も汲んでほ

しいというのが本音です。 
それから委員の皆さんには、役場の経験者も、数字に強い方もたく

さんいらっしゃると思うんです。出された資料をよく検討して、経済

力を考え、現在ある施設を有効利用して、特例債を更に発展させて使

う方法、例えば道路整備であるとか、通信網の整備であるとか、現在

ある町の庁舎、それから施設を充実させる方法にお金を使える、使う

というような方に頭を向けられたらいかがかと思います。 
知恵は起債の対象にはなりませんけれども、起債の対象となり得る

ものを生み出す力を、持っていると思うんです。皆さんでそれを生み

出す方向にもっと目を向けていただきたいと思います。以上です。 
奈良尾町の津田でございます。今日は、有川町の、それから若松町

の皆さん方にまかせて、今日は発言をしないということで出席をした

んですけど、今、上五島町さんの方から財政力指数を持ち出してです

ね、合併云々ということを言われますと、過日ありました「貧乏町と

は合併できないよ」と、そういうことに逆戻りするんじゃないかとい

うふうに私は思うんですね。やはり対等合併だから、貧しいところも、

豊かなところも痛みを分かちあって、そしてゼロから出発しようとい

うのが、対等合併でしょう。吸収合併じゃないわけですから。そこの

ところをやはり考えていただかないと。財政力指数を持ち出してね、

上五島町住民だけの町益、住民益だけを守るんだというのは分かりま

す。これはお互いにですね、自分達の住民はかわいいわけですから。

だけど、やはり対等合併ということを考えた場合には、財政指数を果

たして、持ち出していいものかどうかというふうに思うわけです。 
私は前回も言いましたように、会長、今のような状態では、汽車の

線路をですね、造る造らないの両方の議論が、まっすぐずうっと果て

しなく続いていくと思うんですね。やはりこの辺で開いた網は、一応

閉じなければいけない。やはりその閉じる、網を閉じる役目はですね、 
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会長、あるいは首長さんじゃないかと思うんですね。 
それともう一点、私が上五島町の皆さん方にお伺いをしたいのは、

やはり民主主義の世界ですから、例えば、意見が大多数を占めた場合

に、じゃあ万機公論に決しましょうということで、皆さんの意見が賛

成多数となったときにですね、じゃあ、「我々は反対だからそれには

従えないよ。」ということなのか、「皆さんの意見が８０％まとまって

いるなら我々も、じゃあ次の突破口を見つけだすために譲歩しましょ

う。」というような気持ちがあるのかどうか。賛成多数で決まった場

合には、「我々は意に沿わないから、この合併には参加しませんよ。」

というような気持ちなのか、やはりその辺のところもね、民主主義の

世界であれば、やはり意見の多い方に固めていくのが、私は筋じゃな

いかと思うんですが。そのようなところももう少し考えていただい

て、会長にですね、首長を含めてひとつ、取りまとめをお願いしたい

というふうにご要望を申し上げたいと思います。 
ここで、５分間休憩をしたいと思います。 
（休憩中） 
それでは、ただ今から再開いたします。 
先程からお話を伺っておりますと、合併の趣旨からはずれておるん

じゃないかという感じがいたします。 
何のための合併じゃろ。庁舎を造るための合併なのか。 
先程から各町の首長さんもいらっしゃいますので、その意見も聞き

たいという意見が出ましたけれども、それも議長さんは実行してくれ

ない。 
上五島は財政問題をすぐ一番真っ先にあげるといってますけども

ね、１２年度の決算をみた場合に、５ヶ町で約２７億円ですかね、税

収が。庁舎を造る場合に２０億かかった場合でも、１２億８，０００

万ですか、自己財源がいります。１年の税収の約半分ですよ。造るな

らね、計画を立てて、合併してからでも１０年、１５年と積み立てを

して、それから造るべきであって、そういうことであれば、私たちも

別に何も異議は申しません。せっかくある施設を無駄にして、また新

しい施設を作れば、それだけ経費も要ります。これだけ人口も少なく

なって、税収も減少していく時点にあって、何で無駄な費用を投資す

るのかと、その感でいっぱいであります。そういうことで各町の財政

は大丈夫なのかと。どういう状態にあるのかと。各町の財務の担当者

にちょっとお尋ねします。よろしくお願いします。 

―37― 



 
 
 
 

平成１４年４月２３日  第１２回上五島地域５町合併協議会 

発  言  者 発   言   の   要   旨 
議     長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
橋口 豊 委員 
（若松町長） 
 
 
 
 
 
議     長 
住福幸太郎委員 
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私の方からちょっとお許しをいただいて、発言いたしたいと思いま

すが。ただ今の川口さんのご意見の中で、首長さん方の意見を議長は

取上げないというふうな事でございましたが、決してそれを拒んでい

るわけじゃございません。首長さん方と協議会の委員さん方、あるい

は各町の議会の議員さん方とは、だいたい考え方っていうのは、差は

違わないんじゃなかろうかなと私は思います。従いまして、それぞれ

各町の委員さん方から、それぞれのご意見が出ているわけであります

から、あえて首長さん方のご意見を聞く必要はないんじゃなかろうか

なと。その言い回しに多少、差はあるといたしましてもね、そういう

ふうに、私は思っておるわけであります。しかしそれでもなお、ここ

で首長さん方にはっきり言わせるという事であればやぶさかではご

ざいませんが、いかがしますか。町長さん方。 
 はい。それでは、若松の町長さん。 
 若松の町長です。先程から首長の意見を聞きたいという事でござい

ますが、私達は４月の１９日、これは議会の中に合併委員会を作って

います。この委員長は松屋副議長です。ただ今、松屋副議長の方から

も申された通り、私はその中で協議をしてまいりました。それとここ

に出席しておられる、本町から出ている委員さん方も集まった中で、

現在の意見、この通りの意見が出たわけですから、松屋副議長が申さ

れた通りでございますので、そう受け取ってもらいたいと思います。 
はい。奈良尾の町長さん。 
奈良尾町の町長でございますが。この新町の事務所の位置に関わる

議論が何回となくやられておりますし、また委員の皆さんから新庁舎

を造るべきであると、あるいはまた、現在の施設を活用したらどうか

といろいろな貴重なご意見も承りますし、それはそれなりにですね、

私も理解はしておるわけでございますけども。 
奈良尾町といたしましてはね、また、私といたしましては、うちの

議長他、委員の皆さんがおっしゃるようにね、やはり新庁舎をまず造

るべきではないかというふうな意見を、私も思っております。 
この合併についてはですね、やはりそれぞれ各町、財政的なばらつ

きあると思います。上五島町さんが言うようにね、上五島町は財政力

指数にしても０．４４と素晴らしい財政内容でありますし、また本町

におきましてはね、０．１３９というような差がありますけどね、や

はり私としては合併することによってね、非常に、この財政基盤を強

固にして、そして素晴らしいまちづくりを作っていって、若者が定住 
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できるような、そしてまた、高齢者が住んで良かったなというまちづ

くりを、やはりすべきであろうと。 
単独町でしていくという事になるとね、これからいろんな交付税の

削減の問題、私のところでいきますとね、１３年度が１億２千万。そ

して１４年度でですね、地方交付税の算定基準の大幅な見直しで、１

億６千万という減額が予想されております。このままでは本当に１町

だけで運営していくのは、なかなか厳しいのではないかと、危惧をい

たしておるわけです。 
そういった中で合併をして、そして合併特例債という、こういう財

政支援をですね、有効的に使って、そして、この上５ヶ町の、素晴ら

しい夢と希望のあるまちづくりを作っていった方が、いいのではない

かなと、そのためにはね、やはり新庁舎を造って、そしていろいろ言

われておりますシンボルとした、そういった庁舎を造るべきではない

かなと、そういうふうに思いますので、どうかよろしくお願いをいた

したいと思います。 
次に上五島町長さん。 
上五島町長の山田でございます。まず、私がこの市町村合併につい

て、実は選挙公約という形で町民の皆さんに問いかけまして、付託を

いただきました。さらには、平成８年から、議員時代からこの町村合

併については、深く興味、関心を持ち、議会内部、あるいは町長とし

ても議論をしてきたところでございます。ちなみにちょうど１年前、

わが町の１８地区で地区懇談会をいたしました。何の目的かと申しま

すと、議会に首長提案をする、この法定合併協議会の設置のためであ

りました。その中で住民が一番心配したのは、なるほどアンケート結

果と同じように、中心部だけがよくなるのかというような、いろんな

マイナスの質問をいただきました。そんな中で、私は町民に理解を求

めたのは、昭和の大合併で、いろんなマイナス面があったのは、町民

皆様がわかっていたことですので、そのようなマイナスを、プラスに

していく合併にするんですよというような、説得を持って、議会に上

提をし、全会一致で法定合併協議会ができました。 
しかしながら、今、皆さん方が議論をされておりますのは、庁舎の

建設ということでありますが、私は「庁舎の建設をすべきでない」、

「すぐさますべきだ」という考えではなく、本当に議論をしなければ

いけないのは支所の機能、支所の充実このことについて、どこまでこ

の協議会で結論を出した上で、新庁舎にいくのかということなんで 
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 す。   

私どもが、国道を通って見てお分かりのように、新たに増築をしま

した。これは４億かかりました。奈良尾町におかれましては、約５億

近い増改築をしております。すべての町村で増改築を４～５年間の間

でやったわけですが、この支所機能が、今、現在のシミュレーション

では、約１割から２割本庁に来て、８割の機能を果たすというような

考え方で進めております。庁舎を造る事によって、実は、この事が逆

転をしなければいけません。支所が、２割程度の人員で作業をしてい

かなければいけないのですが、その時に、どこまで町民のニーズに応

えることができるかという事なんです。 
ちなみに上五島町が生まれる時に、浜ノ浦村と青方町が合併をいた

しまして、今の新しい庁舎を造るのに２０年かかりました。その２０

年間の間で、浜ノ浦村の支所を壊すことができなかった。それぐらい

に公共施設が地元にあるという大事さ。そこに憂慮しなければいけな

いという事を、実は、僕は今の段階で議論をした結果として、庁舎建

設に進んでいく。あるいはまた、先程、現状の各町の財政状況という

事でいろいろ質問がありましたが、上五島町といたしましても、今現

在の交付税制度の、いわゆる、段階補正、事業費補正でかなりな減額

をみているところでございまして、来年はどのような形になっていく

のかなあという事を思えば、今、積んである基金のほとんどを取り崩

さなければ、予算措置ができないくらいの状況なんです。５ヶ町とも

おそらくそうだと思います。 
そんな状況の中で、庁舎の建設というのは、皆様方にもシミュレー

ションを描いて、合併特例債、確かに利用できるんですが、基本的に

基金を積まなければいけない。どの程度の基金かという事は、おおむ

ね庁舎に入る数でこの規模が変わってこようかと思いますが、造るん

であれば、本当にひとつの庁舎になるような、形の規模を造らなけれ

ばいけない。６つの役場が存在するような形であれば非常にどうなの

かなと。町民レベルで言いますと、私達役場の職員が、あるいは議会

の皆さん方が、新しい建物に入って仕事をする。あるいはプレハブに

入って、サービスの低下しないような仕事をする。比較をした時に、

町民の判断は、これまたはっきりしてくると思っております。そのよ

うな考え方の中で、今、それぞれが投資をした庁舎が、あと何年存続

をするのか、あるいは、あと何年かけて基金を積むことによって、ひ

とつの本庁舎を造ることができるのかというような、核心の議論をし 
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なければ、この事についてはあくまでも、平行線であると思っており

ます。 
造る、造らないという前段の前に、町民から地域でいただいた意見、

それは支所機能がいつまで、どのような形で働いていくのかと。役場

が遠くなるのかという質問を真剣に、議論していただきたいと思って

おります。終わり。 
有川の助役さん。 
ただ今、町長の職務代理を拝命しております、有川町助役の井上で

ございます。 
先程は全員で黙祷をいただきまして、本当にありがとうございまし

た。中山町長も大変感謝していることと思います。 
町長とは生前、この合併についていろいろと話しておりまして、大

変気にかけておられました。その中で、有川としても、先程、うちの

委員からもありましたように、港町をかかえて、それから官公庁を揃

えて、その中で、私にとっても、有川生まれの有川育ち、やはり有川

がいいというのは、どこの町でも同じでございます。 
しかしながら、この合併を成功させるためには、やはり、有川だけ

がそういう発言をしたらいけないという事で、やはり、最終的に落と

し所としては浦浜、七目地区という、先程の江口議長の発言、これに

私ども町、議会全体一致をした意見であります。 
先程から財政問題、いろいろ出ておりますけれども、うちの方は今、

有川中学校の校舎に１７億をかけてやっておりますが、１町で２０億

ぐらいの建築物を構築する中で、５ヶ町合併してもその程度の規模の

庁舎も造れないと。本当に寂しい合併だなあと、常々、つくづく話し

を聞く中で思います。もう少し夢のある合併をしたいなあという気持

ちでいっぱいでございます。以上です。 
ただ今、町長さん方からご意見をお聞きの通りでございます。 
私の意見も会長という立場で、なかなか言いにくい面があるわけで

すけども。町長という立場でしますとね、これはこれまで、この事務

所の位置の問題は、いろいろとご議論がなされてきた経緯等から考え

ますと、みんな欲しいと思うんですよ。難しい事はわかりませんけれ

ども。やっぱり自分の所に庁舎があればというような事は、みんな思

っていると思うんですよ。私もその一人です。先程、うちの宮田議長

さんからご意見がございましたけれども、そういう事でこれを治める

とした場合には、やはり有川でもない、上五島町でもない、新魚目町 
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あたりに、やっぱり新しい庁舎を造って、そして新しくスタートした

らどうかなというのが、私の考え方でございます。以上です。 
 いかがいたしましょうか。この問題につきましては、だいたいその

議論も出尽くしたんじゃなかろうかなと、感じがするわけですけど

も。 
先程、小委員会の設置という問題も出ておりましたけれども、この

小委員会の問題は一長一短ありましてね、屋上に屋上を重ねるような

事もなきにしも在らずという事もありますし、この辺で賛否の形でど

うするかという決を採るという方にもっていくかどうかと。その辺に

ついて皆さん方のご意見を。 
賛成、反対、民主主義のルールの中で、そういう意見は今までも出

ておりますけども、議長の自らの口からそれが出ましたけども、私は

結局、小委員会の賛成・反対を取るのだったら、住民に対して、私の

立場は住民代表ですけど、退場させていただきます。 
本音でざっくばらんにですね、例えば、中通島がひとつになった場

合に、なぜ中心が浦浜かと。奈良尾から有川まで５ヶ町、国道で見た

場合に、真ん中はもっとずれると思うんですよ。若松、奈良尾の方に、

そうじゃなかですか。採決なら採決でよかっですよ。私退場します。 

しかし、今度持ち帰った場合、議員さんわかってますけども、各議

会が満場一致でなければ、町村合併はおじゃん。そこはわかってます

から、多数決をとるんですかと。要するに満場一致じゃなからんばい

かん。ここで多数決を取るという事であるならば、私は退場します。

そういう乱暴なやり方。 
さっき、町長さんから考え方が出ましたけれども、有川の助役さん

にお尋ねします。有川が今まで人口が一番多かったんですね。しかし、

ＮＴＴの撤去によって、少なくとも人口、町税。今度は九電さんがも

う、既に大瀬戸から奈良尾の方に来て引いてる。一応調査は終わった。

１７年度に向かって送電の準備に入る。固定資産税は奈良尾町、今の

奈良尾町に入る。有川には入らない。九電さんも、まあ、わずかな、

人口も減りながら管理だけ。こういうふうに５ヶ町の中で今、各町各

町の財源も変動のある中でですよ、いかにも助役さんは情けなかな

と。合併して、今、２万８千人おる人口の中で、財源の中でね、２０

億ぐらいの庁舎も造れないのかと。 
しかし、私から見たらまだ合併してないんですけど、有川町は非常

に厳しくなるんじゃなかろうかと。という事はＮＴＴのマイナス、九 
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電のマイナス。あと残っているのは官公庁の出先だけですけん。これ

は何でもなかっですばってん、実情を話しながらですね、ここで多数

決で決めるとやったら、議長、住民に対して責任取りきれませんので

退場いたします。 
今ですね、近藤委員さんから、いかにも場所がね、設定をされたと

いうようなご意見の中で、お話がございましたけれども。合併をして、

新庁建設をやっていこうというような事になっていくとね、今までこ

の本日の経緯の中で、はっきり言いまして、上五島町さんがまだはっ

きりしないと。ところが、後の４町についてはね、合併ありきで新町

建設計画いいじゃないかと。そういうような中で、今、最終的には意

見の折り合いがなってないわけですが。私はあの場所の問題について

はね、これからね、新たに検討すべき問題じゃないかなと思うんです

よ。ただ、あの私案としてね、３町の接点というような事で、いかに

もそこが場所に設定されたような事で、若干、感情的なような発言も

出てますけれども。私は前も言いましたように、合併するという合意

が取れればね、その後、各町各町がその場所については、ここがいい

のではないかと、各町の意見を出して、それから例えば、小委員会を

設置して、その中で煮詰めていくという事になろうかと思うわけで。

はっきり言いまして、後は、上五島町さんの歩み寄りというのかね、

ご理解というのかね、そこいら付近をね、もう少し時間をかけてお願

いをしたらどうかなというように思います。以上です。 
上五島の三村ですが、いろいろ、あの、意見の中で、今日でも即、

多数決の中で決定すべきではないかというような意向でありました

ですが。 
今ですね、首長さん等の意見も、今、ようやく１２回目にして気持

ちが討論されたというふうに、私は受止めておるわけです。そういう

事も合わせて、傍聴に来ております、私どもの町の出席者の皆さんも

いろいろおりますし、あるいはまた、私どももこれを受けて、これか

らの取組み、考え方。なぜ私がこのように心配するのかというのは、

法定上から言いまして、来年の３月いっぱいに議会の議決が必要だよ

と、そういうふうな、突き詰められた結論を出すべき時期があるもん

ですから、それに私自らが自信を持てないなというふうな判断に立

つ。そういう事から非常に危惧をして、このようにしゃべれない言葉

の中でも質疑、意見を出しておるという状況でございます。 
そういう事から、次どうなるのか知りませんが、今日はひとつ、多 
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数決で決定するという事でありますと、私どもはこの席におるわけに

はいきませんので、そういうふうな強い姿勢で、私ども今日、これか

らも取り組む考えでございますので、それだけは申し上げておきたい

わけであります。以上です。 
２、３、私考えを申し述べさせてもらいます。 
 だいたい、その、各町長さん方にご意見を求めるといって提案され

たのは、上五島町さんでしょ。間違いですか。それで、上五島町さん

のご提案で、各自治体の町長さんが胸を張って、自分の意見を申した

わけでしょ。ですね。それを町長さんが発言をされたわけですから。

我々委員は、何も言うべき事じゃないんじゃないですか。そしてその

前に、各町の議長さん方が議会で、それぞれご検討された結果を、自

信を持ってここで発言されたわけですよ。日本の国は議会制民主主義

ですよ。それを畑に水だけ引いて、あとの町の田んぼの水が枯れよう

が何しようが、それで結構だという発言はね、議長さん、あなたは考

えて、先頭に立って、上五島町民を説得していかんばいかん立場です

よ。 
そしてひとつ言います。今、町長さん方がそれぞれ意見を申された。

新しい土地に、新しい役場を造ると言われた町長さんは、４人おるわ

けですよ。それに反対かどうか知りませんけど、山田町長さんがひと

り、明言を避けたわけですね。数の上から言っても４対１で、新しい

土地に新しい役場を建てるという事が、これで決まってるんじゃない

ですか。違うんですか。そうせんばですね、町長さん達の立場ってい

うのは、誰が責任を持つとですかね。おかしいですよ。 
そしてもうひとつ、第１回の定例会議があった後に、懇親会が青方

の栄会館であったわけですよ。その時に、山田町長が名調子でいろい

ろ、開催地の町長として、そのお祝いの言葉を申し述べたわけですが、

中身については、私はあんまり覚えてません。ただひとつ、小異を捨

てて大同に着こうと。大同小異論をぶったということだけは、私、頭

にあるんですよ。というのは、大同というのは、青方だけが良くて、

他の町はダメだというのが、山田町長がおっしゃった大同小異論かど

うか、改めてあなたに聞きたいですよ。ですね。地方自治法っていう

のがあるんですよ、ちゃんとここに。我田引水法っていうのはないん

ですよ。上五島町だけ田んぼに水が潤うて、それだけでいいんだと。

他の町が水を借りようが借りまいが、稲作ができようができまいがど

うでもいいって。そういう発言は、私は町長としては遠慮してもらい 
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たいと思うんですよ。以上。 
確かに挨拶を申し上げましたね。私、今、そういう事を論じました

か。青方に役場を造る造らないという事を。言ってないですよ。私は

先程、話聞いてませんでしたか。先に議論する事はあるんですよとい

う事ですよ。いやいや、これはそういう論理の展開で、そういう事を

議論したらダメなんですよ。もっと大事な事があるんですよ。支所機

能、あるいは規模。今出されているシミュレーションだけではダメな

んです。もっともっと議論をしないと。それだけ合併は難しいんです

よ。私は我田引水で物は言った覚えはありません。高い所から今まで

見てきました。それは逆に私に対して・・・。そういう意味で言って

ないですよ私。それはそういう見方をして私の言葉を聞けばそう聞こ

えたかもしれませんが、そういう気持ちで全然言っていませんよ。私

は第１回目から変わってませんよ。夢のあるまちづくりを、自を持っ

て、身を持ってやっていますから、ご心配なく。 
ま、いろいろご意見が出ました。伺った通りでございます。本日は

この辺でどうでしょうかね。次回につなぎましょう。 
ただ今の発言の通り、宮田委員さんの発言の通りこの件につきまし

ては、再度、次回に持ち越して、協議するということでよろしいでし

ょうか。 
ちょっと付け加えておきたいと思いますけれども、先程、私はこの

件につきましては、前回からも引き継いでおるわけですのでね、大概

議論も出尽くしておるんじゃないかなと気がするわけですよ。それ

で、次の協議会あたりでは、もう、ぼつぼつ結論が出るような方向で

皆さん方、是非ご理解とご協力をお願いしておきたいと思いますが、

いかがでしょうかね。 
有川の坪井でございます。あのやはりね、こういった物をある程度

のとこで強行的にね行うと、何かこう精神的にですね、トゲが出るよ

うな感じがするんですよ。しかしね、この問題については何回となく

討議を重ねましてね、慎重が上にも慎重を期する事は当然なんですけ

ども、最後にね、各町長がね、町長としての意見を申し述べてね、そ

ういった段階にきてね、何か進展があるような事であればね、それは

次回でもいいですよ。 
しかし、町長の意見を最後に述べて、曖昧にしてね、次回ではどう

かというのは、この際はお互いですね、やはり議会の反対が多ければ

ね、説得する必要があるんじゃないですか。ここに出ている委員さん 
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は。私どもだって、議長が有川町の意見を申し述べ、町長の職務代理

が意見を申し述べる。やはりですね、背中にはいろんな意見を背負っ

てやってるんですよ。そのいろんな意見に対してはですね、やはり皆

さんと話し合いをして、協調路線に乗っかってもらわないといけませ

んから、そういった人にはお互いですね、努力をして説得をしておる

んですよ。だから、やはり、曖昧模糊にね、なるような、やはり、次

回次回という考え方は、お互い慎むべきだと。何か、うまくいきそう

ですけどね。 
やはり町長が最後に意見を申し述べたことを考えますとね、やはり

造るか造らんかという事ぐらいはね、今回で決着をして、次回はその

ピンポイントの場所等々を決める、例えば、小委員会を作るか、作ら

ないかという問題で決着つきませんとね、延々としてやったら１０月

までに作成しなければいけないような、町の建設計画そのものができ

ないじゃありませんか。いつまでもぐずぐずはできないと思います。

だから、今日決める事がね、何か早まった行為だとは、私どもは思い

ません。皆さんの意見、委員さんの意見を聞いてみて下さい。 
有川の小野でございます。私はチャンスと、それから効率性を考え

てチャンスと、この特例債が出る時しか、もう絶対にできないと思う

んですね。庁舎を造るっていう事は。 
それともうひとつは、支所機能とおっしゃいますけども、一般の住

民が役場に行くのは福祉保健課とですね、水道課ぐらいですよ。です

から、住民が本当に役場に行くっていう窓口は、１０人ぐらい残って

いれば十分機能すると思う。今はもう、パソコン時代でどんどんでき

ますから、行政改革で一箇所に集中して、しっかりしてもらうと。各

支所に７０人づつ残してですね、本庁に１０人づつ出向させてです

ね、全然これは行革にはなりませんですよ。各支所に人数を残してす

るというのであれば、６０人か７０人おれば、逆に後退するわけです

よ。全部集中して、そこで仕事してもらって、各支所は最小必要限度

の人間を残して、そして行政改革をする事が大事じゃないかなと、私

は思っております。以上です。 
あの、小野さんその通りなんですよ。そういう考え方の基で、議論

をした結果で、新庁舎を造るというんであればいいんですよ。１０人

ぐらい残って、最初から残って、それぞれの役場が１０人ぐらいで動

くんだったら造っていいんですよ。そうじゃなくて、逆だったでしょ。

考え方が。９０残して１０の役場だから議論にならないと。だから、 
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その辺をきちっと詰めた形で話を進めないと、５つの役場を６つの役

場にするという事は、大きい経費が要るんですよ。今みたいな考え方

で、一歩前に出て行くんであれば、いい議論ができると僕は思います。

支所機能がどうなのかという事なんですよ。 
ただ、これだけは言っておきたいんですが。わが町を１８箇所回っ

た時には、ほとんど、その支所について１００％を求めたんですね。

町民が。そのままの状態。建設課があり、町民課があり、全ての課に

行って相談ができるような、その辺が壊せれば、役場は造るべきなん

ですよ。あるいはまた、全部の、６つの役場を壊して、５つの役場を

ないものとして、ひとつの役場が今の中地区、消防でやりましたね、

２箇所の統廃合。こういう議論も含めて議論をするのであれば、私は

いいと。ただ、５０人とか６０人とか、今の１９０人ですか、最高。

その議論では、支所機能の問題が残りますよという事なんですよ。そ

ういう議論をして、造る造らないの結論を出していかないとおかしい

という事を言っているんです。 
当然、今、３００とか４００ぐらい職員がいますから、すぐはでき

ませんね。ですから、暫定的にまた減らしていくんでしょうから。始

めは各支所にも５、６０残ると思います。どんどん減らしていきなが

ら、最終的には案で出ています、２００人ぐらいのところで結集させ

て、各支所は１０人ぐらい残してって事に、将来的展望を持ちながら

していかんと、すぐにぱっと減らしていったら、皆、首切るわけには

いきませんのでね。１０年かけて減らしていきながら、そういうふう

な事を想定して。今、その１９０人入る所はないんですから、どうし

ても造らないといけない。駐車場も無いという事もありますので、そ

こら辺を将来展望として、どのくらいだろうかと、建設的に意見を出

し合っていただきたいと思います。 
今、小野さんから出ましたように、そういう事を議論した結果とし

て、やらなければいけないという事を私は言っているんです。今、初

めて出たんですよ。そういう発言が。いやいやシミュレーションでは

１９０、あるいは１２０なんですよ。ですね。だから基金も積まなけ

ればいけないし、そういう足元を議論して、答えを出していくという

議論がなければいけないと言っているんです。 
もう時間もかなり経過してですね、お互いに今、熱心に論議したわ

けですが。それぞれ意見の違いもあるし、まあ、少し、ピッチの、頭

の方がですね、あがった。まあ、いろいろと感情的な問題も出ないで 
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もないわけですが。ひとつ今日はこれでもってですね、一応、あの、

会長にお願いいたしたいわけですが、頭を冷やす意味でですね、また

１ヶ月ありますので、次回までに。ただし議会がですね、ここまで各

首長さんも、それぞれ意見を出しましたし、これ以上出尽くしたとい

う感じですから、お互いに合併協の委員全員ですね、腹を決めてです

ね、はっきり言えば、４町でいくのか、５町でいくのか。もう、この

合併協議会が宙に飛ぶのか飛ばんのか。そこまでですね、腹を決めて

やってきていただきたいと思います。私はそうしないとね、この合併

協というものは何回やってもですね、もう、終わりというものが見え

ないんじゃないかなと思います。だから、全員がこれで考え方がわか

ったわけですから、くどいようですけども、次回はですね、はっきり

腹を決める。そして、それに賛同しないという事であれば、賛同しな

いだけのですね、考え方を持って、私は参加すべきだと。このように

思います。 
以上を持ちましてですね、会長にはお願いがありますけども、頭を

冷やす意味でですね、締めとして、ひとつ閉会の宣言をお願いいたし

たいと思います。 
私に代わりまして、ただ今、いい事をおっしゃってくれました。今

日はまた、新たに建設すべきであるという意見の中で、具体的に浦浜、

七目を結んだ線がいいんじゃなかいというような、具体的な話も出ま

した。そういった事を踏まえて、次回では、今、ご意見がありました

形で、何らかの方向付けができますように、ひとつ皆さん方のご理解、

ご協力をお願いしておきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
その他の件につきまして、事務局の方から説明をいたします。 
一番最後のページです。９１ページをお開き下さい。 
来月の、第１３回協議会の開催日程についてですけど、次回予定で

は、第４火曜日、５月２８日ですが、市町村長会議とか、全国離振の

総会があります。また、県議会の特別委員会が来島されるという事で、

どうしても日程的に５月の２４日しかとれてません。ご都合が悪い方

もおられるとは思うんですけども、いかがでしょうか。５月の２４日。

有川町、有川総合文化センターという事でご提案いたしたいと思いま

す。 
 ただ今の件よろしいでしょうか。５月の２４日午後１時３０分か

ら、有川総合文化センターという事ですね。よろしくお願いしておき 
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 ます。 

以上を持ちまして、本日の、第１２回協議会を終了したいと思いま

す。皆さん方には、今日は休憩は２回しかとりませんでしたけども、

長時間に渡りまして、大変ご苦労様でした。 
ありがとうございました。 
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